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            午前１０時００分 開議 

○議長（松村幸治君） 現在の出席議員は１８名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしてあります日程表のとおりです。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（松村幸治君） 日程第１、市政に対する一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、通告の順序に従い発言を許可いたします。 

 まず初めに、志政クラブ笠井一司君の代表質問を許可いたします。 

 志政クラブ笠井一司君。 

 

○９番（笠井一司君） ９番笠井一司、志政クラブの代表質問をいたします。久々の代表

質問となりましたので、よろしくお願いいたします。 

 代表質問でございますので、議会開会日の市長の行政報告にありました阿波市の直面し

ている問題や市政の重要課題について４点質問しようと思います。 

 まず、第１点目は、阿波市における新型コロナウイルス感染症への対応についてであり

ます。 

 全国的には、昨年の１月に国内で新型コロナウイルスの感染者が確認されて以来、連日

その感染者の状況がマスコミで取り上げられ、現在では第５波となる感染拡大や東京都な

どでは度々緊急事態宣言が出されている状況でございます。幸いにして、我々の身近なと

ころでは感染拡大は起こっておりませんが、外航や外出の自粛など、生活や経済活動に大

きな支障を来しております。一方で、５月からワクチン接種が始まっております。 

 そこで、阿波市における感染の状況や影響、対策、見通しなど、新聞で知る程度しか分

かりませんので、阿波市での状況をご説明願いたいと思います。 

 １点目は、阿波市内における感染者の状況、感染者、発症者、重症者はどうなっている

のか。できれば感染者数の推移、年齢構成、感染経路なども詳しく教えていただきたいと

思います。 

 ２点目は、感染者について、医療機関の対応はどのように行われているのか。 
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 ３点目は、ワクチン接種の状況はどうなっているのか。 

 ４点目は、阿波市として感染拡大防止対策としてどのような措置を取ってきたのか。 

 以上、お願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 吉川危機管理局長。 

○危機管理局長（吉川和宏君） おはようございます。 

 志政クラブ笠井一司議員の代表質問の１問目、阿波市における新型コロナウイルス感染

症への対応について、幾つか質問をいただいておりますので、順次答弁させていただきま

す。 

 まず、１点目の阿波市内における感染者の状況はどのようになっているのかについて答

弁させていただきます。 

 県内の新型コロナウイルス感染者の状況につきましては、徳島県保健福祉部の資料を基

に、徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部が発表しております。前日のＰＣＲ検査分

を翌日の１３時頃に年代、性別、職業、さらに速報値の感染経路や症状が発表されており

ますが、退院や死亡等の経過報告はされておりません。９月７日現在、県内の感染者は累

計で２，９４２人となり、そのうち本市の感染者は累計で７４人となっております。市内

では、令和２年１１月１３日に最初の感染者が確認されて以降、年代別では５０代と２０

代が１４人、７０代と３０代が９人、１０歳未満が８人の順となっており、月別では本年

８月が４１人と一番多く、次いで５月の１０人、４月の８人となっております。 

 また、本市に関係するクラスターとしては、県内３１例目、児童等利用施設関連クラス

ターが８月４日に認定され、職員や利用者、その家族など累計で２６人の感染者が確認さ

れましたが、現在は収束に向かっている状況であります。 

 次に、４点目の阿波市として感染拡大防止対策としてどのような措置を取ってきたのか

について答弁させていただきます。 

 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び地域経済に

及ぼす影響を最少にすることを目的として、令和２年２月２６日に市長を本部長とする阿

波市新型コロナウイルス対策本部を設置しているところでございます。その運営といたし

ましては、特別職、部長、次長級を本部員として新型コロナウイルス感染拡大防止を図る

ため、これまで４５回の本部会議を開催し、国や県の動向に合わせてその都度市としての

対応を協議検討し、市民の皆様への情報提供に努めているところでございます。 

 市民の皆様に対し、新型コロナウイルスの正しい知識や感染拡大防止対策として３密の
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回避、消毒、手洗い、うがい、せきエチケットやマスク着用の基本対策の重要性など、音

声告知機、ケーブルテレビ、ホームページを活用し広く周知いたしました。また、ケーブ

ルテレビやユーチューブにより市長メッセージを動画配信しております。 

 一方、とくしまアラートや感染の状況に応じて、市民の皆様のご理解、ご協力により

小・中学校の休業、福祉、文化、体育施設などの休館や使用停止、時間短縮などの対策を

行いました。さらに、認定こども園や放課後児童クラブの児童並びに小・中学生全員と妊

婦の方を対象にマスクの配布を行うとともに、昨年４月には当時品薄状態であったアルコ

ール消毒液の代用品としまして、市給食センターで生成した電解次亜水を４月から１２月

までの間に３，８００件を超える方へ配布したところでございます。 

 現在のところ、飲食店の皆様には県から営業時間短縮の要請を行い、第４波の感染拡大

期間に当たる４月１６日から５月３１日まで、また今回の第５波、最大警戒期間では８月

２７日から９月１２日までの間、営業時間の短縮のご協力をいただいているところでござ

います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 寺井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（寺井加代子さん） おはようございます。 

 志政クラブ笠井一司議員の代表質問の１問目、阿波市における新型コロナウイルス感染

症への対応について、２点目の感染者について医療機関の対応はどのように行われている

のかについてと、３点目のワクチン接種の状況はどうなっているのかについてご質問いた

だいております。順次答弁させていただきます。 

 まず、２点目の感染者について医療機関の対応はどのように行われているかについてで

ございますが、感染者の医療機関への対応は県の管轄となっており、答弁につきましては

県に確認した内容となっております。新型コロナウイルス陽性と診断された場合は、その

感染者の方が直接県の指示に従い行動することとなります。原則、病状に応じて入院また

は宿泊療養することとなっており、療養先の調整は徳島県入院調整本部が行っておりま

す。感染者が多数出ている場合などにおいては、入院、宿泊療養の決定に時間を要する場

合があり、軽症、無症状で安定している方については、宿泊施設で療養をお願いすること

とし、宿泊療養中の状態の観察を行い、少しでも状態が悪くなるような場合は改めて病院

へ転院し治療を行うこともあると聞いております。 

 現在、新型コロナウイルスそのものに効く抗ウイルス薬はまだ確立されていませんが、
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治療の方法としてウイルスによる熱やせきなど症状の緩和を目指す対症療法を行います。

具体的には、解熱剤や鎮咳薬の投与や点滴などが実施されています。また、肺炎を起こし

た場合は、酸素投与や人工呼吸等を行うこともあります。 

 退院基準については、国の退院基準に基づき、感染性が消失したと医師による判断があ

った場合、退院、宿泊療養終了となるとお聞きしております。 

 次に、阿波市における新型コロナウイルス感染症への対応について、３点目のワクチン

接種の状況はどうなっているのかについて答弁させていただきます。 

 新型コロナウイルスワクチン接種の効果は、感染そのものを防ぐ感染予防や万が一感染

した場合でも症状が出るのを防ぐ発症予防の効果があるほか、重症化の予防といった効果

があり、さらに社会全体を守る集団免疫ができると言われています。 

 現在の本市におけるワクチン接種の状況についてですが、８月１７日から接種対象年齢

を１２歳以上としており、接種対象となる全ての年代の皆様に接種を進めているところで

ございます。接種率については、９月６日現在で１回目のみ接種を終えている方の接種率

は２１％、２回接種済みの方は５６％となっており、少なくとも１回だけでも接種を行っ

ている方の接種率は７７％となっております。このペースで接種が進みますと、２回目接

種済みの方の接種率は、本市が想定している７５％を超える見込みとなっております。現

在、第３弾の接種を行っているところですが、９月１０日から第４弾となる受付予約を実

施し、９月１９日から接種を開始したいと考えております。今後も、接種を希望する全て

の市民の方が２回目の接種を１１月末までに完了、そしてできるだけ前倒しに引き続き取

り組んでまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井一司君。 

○９番（笠井一司君） ただいまご答弁をいただきました。市内の新型コロナウイルスの

感染者は、これまでの累計で７４名、発症者や重症者については情報が入っていないので

不明であること、年齢別では５０代、２０代が多く、月別では先月８月が２６名のクラス

ターが発生したため４１人と一番多く、そのクラスターも現在では収束に向かっていると

いうことのようです。 

 医療機関の対応については、感染症法により感染者が直接県の保健所の指示に従い、行

動、治療することになっており、詳しい状況については不明の模様でございます。 

 ワクチン接種は、１２歳以上の全ての年代の方を対象とし、先日の市長の行政報告にご
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ざいましたが、高齢者では約９０％の方が２回の接種を終えておりまして、全体ではこれ

までの約５６％の方が２回の接種を終えており、１１月末までに希望者の接種を終えたい

とのことでございます。 

 感染防止対策として音声告知機やケーブルテレビ、動画配信等により新型コロナウイル

スの正しい知識やマスクの着用や３密の回避などの感染防止の基本事項を市民へ情報提供

するほか、感染の状況に応じて市の施設の休館や利用時間の短縮、そして児童・生徒への

マスクの配布などの措置、感染が拡大した期間には飲食店の皆様に営業時間の短縮をお願

いするなどの対策を取ったということで、感染者が増加しないうちにワクチン接種も順調

に進んでいるようです。 

 聞くところによると、他市ではワクチン接種に混乱や後れも見られておりますが、阿波

市では全国平均より早く進んでいるようで、理由といたしまして、私が聞いたところで

は、最初は不評でありましたコールセンターというのが設けられまして、予約と接種を分

けたことによって接種を行う医療機関に負担がかからなかったこと、そして医療機関と市

との間の接種状況の連絡がきちんと取られていて、ワクチンの在庫管理がしっかり行われ

ておるため、県からのワクチンの供給が順調に行われていたからと聞いております。 

 阿波市内での感染の状況については、以上でおおむね分かりましたが、一方でいろんな

ことで自粛を迫られ外出もままならなくなりました。市民生活にそして経済活動に大きな

影響があり、中には経済的に大きなダメージを受けた方もいたと思います。 

 そこで、再問として５点目、今回の事態は市民の生活や経済活動にどのような影響があ

ったのか。 

 ６点目、経済活動等への影響に対してどのような対策を取っているのか、お伺いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 岩野産業経済部長。 

○産業経済部長（岩野竜文君） おはようございます。 

 志政クラブ笠井一司議員の代表質問の１問目、阿波市における新型コロナウイルス感染

症への対応について幾つか再問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただきま

す。 

 まず、１点目の今回の事態は市民の生活や経済活動にどのような影響があったのかにつ

いてでございますが、昨年２月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大は、全国で人と物

の移動が制限され、いまだ収束しておらず、特に飲食業や宿泊業、サービス業、運輸業な
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どが全国的に厳しい環境下に置かれております。 

 本市におきましても、感染症の拡大により、影響度に違いはありますが、飲食業をはじ

めとする多業種にわたり影響が出ていると阿波市商工会をはじめとした各種団体からお聞

きしております。その内容の一部をご説明させていただきますと、飲食業では本年４月の

時短要請により売上げが大幅に減少しており、解除後は徐々に回復が見られておりました

が、本年２回目となる時短要請でさらに厳しくなっていると不安視する声が上がっており

ます。また、飲食業に関連して酒屋や食材提供事業者なども連鎖して影響を受けていると

の声もありました。 

 次に、宿泊業では、少しずつではあるがお客様が戻っていただけたのに、新型コロナウ

イルス感染症の再拡大に伴い８月、９月の予約キャンセルが増加しているとの声もあり、

運輸業においても同様の声が聞かれました。 

 市としましては、現在実施している支援策の情報発信に努めるとともに、国、県の施策

を注視し、さらに効果的な施策を検討し、市民生活や地域経済をしっかりと支援してまい

りたいと考えております。 

 次に、２点目の経済活動等への影響に対してどのような対策を取っているかでございま

すが、先ほど答弁させていただいたように、広範囲な業界に大きな影響が及んでおり、昨

年事業者の皆様に対し本市独自の支援策を行いました。主な事業としまして、阿波市事業

継続応援給付金事業や阿波市がんばる事業者応援する券事業、阿波市がんばる企業応援給

付金事業、さらには阿波市に泊まってほっと一息キャンペーン事業などを実施してまいり

ました。また、本年の事業としましては、地域経済や住民生活を支援するため、市民の皆

様をはじめ登録店舗の皆様からも好評の声をいただいている応援する券事業を実施してお

ります。応援する券の使用期限は令和４年２月２８日までの長期間となっておりますの

で、県内の感染状況を考慮したご利用をお願いいたします。 

 今後も引き続き、経済活動の状況を十分に注視いたしまして、必要な施策を積極的に展

開し、市内商工業事業者の支援に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井一司君。 

○９番（笠井一司君） 感染の拡大や営業の時間短縮によりまして、飲食業や運輸業、そ

して関連する酒屋や食材提供事業者に大きな影響が出ているということでございまして、

市独自の支援策として事業継続応援給付金事業やがんばる事業者応援する券事業などを実
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施し、市民生活や地域経済の下支えをしているとのことです。こうした事態が長期間続き

ますと本当に大変ですので、これからも引き続き状況を十分把握していただき、有効な施

策を取っていただきたいと思います。 

 最後に、コロナ感染症関連の再々問として７点目、こうした事態が収束するまでの今後

の対応についてお伺いいたします。 

○議長（松村幸治君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 志政クラブ笠井一司議員の代表質問の１問目、阿波市における新

型コロナウイルス感染症への対応についての再々問、こうした事態が収束するまでの今後

の対応について伺いたいについて答弁をさせていただきたいと思います。 

 全国的に感染力の強いデルタ株が猛威を振るう中、急速に感染者が増加しておりまし

て、まさに未曽有の事態となっているところでございます。現在、２１都道府県での緊急

事態宣言、また１２県でのまん延防止等重点措置が９月１２日で期限を迎えますが、医療

の逼迫が続いていることなどから、首都圏を中心に延長する方向で調整が進めておられま

して、大阪府など他の地域についても２週間から３週間程度延長される見通しでございま

す。 

 徳島県におきましても、８月１９日、国の基準のステージ４に当たるとくしまアラー

ト・特定警戒を発動しておりまして、行動制限、時短要請など強い措置を実施し、感染拡

大を抑え込めるよう飯泉知事のほうから県民の皆様に要請をしております。 

 本市でもケーブルテレビやユーチューブによりまして市長メッセージを配信させていた

だいております。市民の皆様には、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発出されてい

る都道府県への往来については、真に必要な場合を除きまして緊張感を持って強く自粛し

ていただけるようお願いをしているところでございます。 

 また、本市の新型コロナウイルス接種状況につきましては、８月１７日から接種対象年

齢を１２歳以上としておりまして、対象となる全ての年代の皆様に接種を進めているとこ

ろでございます。若年層の方でも新型コロナウイルス感染症にかかりますと、重症化や深

刻な後遺症など、また家族や大切な人へ感染させる危険がありますので、正確な情報に基

づいたワクチン接種のご判断をお願いしているところでございます。 

 一方、地域経済対策としましては、今後におきましても国や県と連携しまして、様々な

交付金等々を活用しまして、一日も早く地域経済活動の着実な回復ができるようスピード

感を持って取り組んでまいります。 
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 長引くコロナ禍によりまして市民の皆様にはご不便とご心配をおかけしておりますが、

この難局を市民の皆様とともに乗り越えてまいりたいと考えておりますので、ご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井一司君。 

○９番（笠井一司君） 市長からは、市民へのコロナウイルス関連の情報提供を積極的に

行い、そして行動制限等により感染拡大の防止を図るとともに、影響を受けました事業者

等に対しては有効な対策を取っていくということで、そしてさらにワクチン接種によりこ

の事態を乗り越えたいということでございます。 

 集団免疫が獲得されるまでは感染の発生は続くと思われますけれども、現在のところワ

クチン接種が順調に進んでいますので、予定どおりにいくと思われますが、できるだけ早

くワクチン接種が終えられ、集団免疫によって感染が縮小し、市民生活や経済活動が正常

な状態に戻るようご努力をお願いしたいと思います。 

 次に、第２問目に移ります。 

 第２問目は、中央広域環境施設組合新ごみ処理施設への対応についてでございます。 

 令和７年に稼働が予定されている新ごみ処理施設については、令和元年に処理方式を燃

料化方式とし、この３月に最有力候補地として阿波町東長峰として地元への説明を行って

いるところでございますが、先日の徳島新聞に大きく取り上げられておりました。うまく

進んでいないのかなという記事でしたので、第１点目として、３月に新ごみ処理施設建設

候補地が示されたが、まずは候補地周辺の地元の方々の理解を得ることが重要でありま

す。これまでの地元の説明会等の状況をご説明願いたいと思います。 

○議長（松村幸治君） 町田副市長。 

○副市長（町田寿人君） 志政クラブ笠井一司議員の代表質問の２問目、中央広域環境施

設組合新ごみ処理施設への対応についての１点目、３月に新ごみ処理施設建設候補地が示

されたが、まずは候補地周辺の地元の方々の理解を得ることが重要である。これまでの地

元説明会等の状況を説明願いたいについて答弁させていただきます。 

 令和７年８月稼働予定の新ごみ処理施設につきましては、阿波市阿波町、市場町と板野

郡の板野町、上板町において令和２年１１月２日から令和３年１月２９日までの約３か月

間公募による建設候補地の募集を行った結果、複数の応募がありました。その後、３市町

による新ごみ処理施設整備検討会において、主観的な評価を完全に排除し、客観性、合理
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性、妥当性に重点を置き、特に選定要件による評価として安全・安心の確保、環境への配

慮、計画的な財政運営等の１９項目にわたる評価を行い、最高得点となった阿波町東長峰

を最有力候補地として選定させていただいておるところでございます。 

 次に、中央広域環境施設組合で計画しております新ごみ処理施設の建設に当たっては、

まずは笠井一司議員も申されたように、候補地周辺においてお住まいの地元の皆様のご理

解をいただくことが何よりも重要であると考えております。具体的には、東長峰をはじめ

とする８つの自治会の皆様に対し、本年４月１８日から地元説明会を開催させていただい

ております。４月には第１回地元説明会を開催し、経過報告並びに今後のスケジュール、

新ごみ処理施設の処理方式等について説明を行いました。 

 続いて、５月には周辺自治会の皆様に対して先進地視察を開催し、現在燃料化方式が稼

働している処理施設を見てもらうために、香川県三豊市のバイオマス資源化センターみと

よの視察を行い、多数の自治会の皆様の参加をいただきました。 

 そして、７月には第２回の地元説明会を開催し、建設候補地の選定方法と評価結果並び

に周辺対策事業の実施状況及び先進地視察の状況などについて説明を行いました。 

 そして、先月には第２回の先進地視察を開催し、バイオマス資源化センターみとよと固

形燃料の製品化を行っているエビス紙料株式会社への視察を行ったところであります。 

 この複数回にわたる説明会や先進地視察を通じまして、参加者の皆様からは新ごみ処理

施設の整備に対する建設的な意見をいただく一方、不安や疑問等に対するご意見、ご質問

もいただいたところであります。これらのご意見やご質問につきましては、中央広域環境

施設組合施設管理者である市長、施設整備局の担当者、そして私のほうからも、地元の皆

様に対しましてご理解いただけるよう丁寧に回答そして説明をさせていただいているとこ

ろであります。今後も、引き続き地元の皆様に対しましてご理解、ご協力をいただけるよ

う、誠心誠意また懇切丁寧に努力してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井一司君。 

○９番（笠井一司君） これまでに地元７つの自治会に処理方式や周辺対策事業の実施状

況などにつきまして、それぞれ２回説明会を実施し、また先進地である三豊の施設にも２

回視察の機会を設けて視察してもらい、不安や疑問、意見について丁寧に回答や説明をし

てきたということで、今後も理解とご協力をいただけるよう努力をしたいということです

ので、引き続き地元のご理解を得られるまでご努力をお願いしたいと思います。 



- 37 - 

 次に、もう一つの課題として、固形燃料の受入先がありますが、現在行っているごみ処

理はごみを焼却する方式のため有害なダイオキシンが発生するということで、過去に風評

被害の懸念も併せて大変な問題となりましたが、今回の燃料化方式ではごみ処理場では焼

却しないのでごみ処理場での有害物質の発生はないわけでございますが、ごみを成形した

固形燃料からは有害物質は発生しないのだろうか。それによって固形燃料の受入先にも影

響が出ないかというふうに思うのでございます。 

 そこで、再問として、固形燃料からダイオキシン等の有害物質が発生するという懸念は

ないのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（松村幸治君） 町田副市長。 

○副市長（町田寿人君） 志政クラブ笠井一司議員の代表質問の再問、固形燃料からダイ

オキシン等の有害物質が発生されるという懸念はないのかについて答弁させていただきま

す。 

 議員ご質問のダイオキシン類につきましては、日本では平成１１年７月１２日にダイオ

キシン類対策特別措置法が成立し、ダイオキシン類による環境の汚染防止及びその除去等

を行うため、必要な規制、措置が定められております。 

 ダイオキシン類とは、一般にポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシ

ン、コプラナーポリ塩化ビフェニルがまとめてダイオキシン類と定義されております。 

 次に、ダイオキシン類の主な発生源は、ごみ焼却による燃焼ですが、そのほかにも身近

なところで山火事、たばこの煙、自動車の排出ガスなどの様々な発生源があり、健康面に

おいて悪影響があるとされております。しかしながら、国が定めた環境基準値以下の場合

には、そのリスクはほとんどないとされております。 

 また、新ごみ処理施設では、本市、板野町、上板町から排出される一般廃棄物の可燃ご

みから固形燃料を製造しますが、新ごみ処理施設内では従来のごみ処理施設のようにごみ

を燃やさないので、ダイオキシン類は発生しません。しかし、再資源化された固形燃料を

使用する受入れ側企業のボイラー等での燃焼条件次第ではダイオキシン類が発生すること

から、高温で完全燃焼することや排ガスを高性能集じん機で処理することにより、ダイオ

キシン類対策が講じられると承知しております。 

 現在、調査中である固形燃料の受入先においては、施設の維持管理の状況を調査し、ダ

イオキシン類をはじめとする物質について数値の情報を公開しており、国が定めた環境基

準以下であることを確認しております。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井一司君。 

○９番（笠井一司君） ダイオキシンにつきましては、ダイオキシン類として様々な種類

の物質があって、ごみ焼却だけでなく、山火事やたばこの煙、自動車の排ガスなどにも含

まれ、健康面で悪影響があるとされていますが、環境基準値以下であればそのリスクはな

いということでございます。 

 固形燃料につきましては、高温で完全燃焼することや排ガスを高性能集じん機で処理す

ることにより除去でき、法律によりダイオキシン類による環境汚染防止のための規制が定

められておりますので、受入先の燃焼施設の状況も調査し、環境基準値以下であるという

ことを確認しているというご答弁でございました。 

 その上で、再問として２点目、課題となっている固形燃料の受入先についてどのように

進めていくのかお伺いいたします。 

○議長（松村幸治君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 志政クラブ笠井一司議員の代表質問３問目、中央広域環境施設組

合新ごみ処理施設への対応についての再々問、課題となっている固形燃料の受入先につい

てどのように進めていくのか伺いたいについてでございますけども、令和７年８月稼働開

始予定の新ごみ処理施設は、これまでの焼却処理を行ってきた燃やせるごみを固形燃料と

してリサイクルし、化石燃料、特に石炭の代替燃料とすることで、全国的にも自治体の一

般廃棄物ごみ処理での循環型社会の先駆けととなるものと考えております。 

 新ごみ処理施設では、搬入された燃やせるごみをコンクリート製のトンネルコンポスト

内で微生物の力によりまして１７日程度かけ生ごみ等を分解処理し、紙、プラスチック、

ビニール等ついては分解されずに残る仕組みとなっております。その後、これらの残留物

を固形燃料の原料としまして再利用いたしますが、新ごみ処理施設ではこのごみを焼却し

ないことから、ストーカ方式に代表されるような焼却方式に比べＣＯ２は大幅に削減さ

れ、環境面で地球に優しい方式であると考えております。 

 国の試算によりますと、廃棄物由来の固形燃料は、化石燃料である石炭よりも大幅にＣ

Ｏ２排出低減となり、新ごみ処理施設で製品化される固形燃料の販売先においてもＣＯ２

排出低減が期待できることから、国が推進する脱炭素化に合致するものと考えておりま

す。我が国が目標とする２０５０年カーボンニュートラルに向けた廃棄物、資源循環分野

の基本的考え方である抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイク
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ル）の３Ｒと、そして再生可能性原則（リニューアブル）の考えのもと、今後国において

は様々な取組が講じられていくものと考えております。 

 環境省では、現在廃棄物分野における地球温暖化対策について協議が進められておりま

すが、その中で今後低炭素化に向けて、製紙業界等においては新ごみ処理施設において製

品化する固形燃料の需要増があると見込んでおりまして、温暖化ガス排出削減のための施

策等も検討されているところでございます。 

 現在、中央広域環境施設組合で行っているごみ燃料化施設の整備に係る事業方式等検討

業務において、新ごみ処理施設で製品化する固形燃料の販路について調査を行っておりま

すが、一方で複数の企業を訪問した結果、受入れ可能であるとの回答をいただいている企

業もあると承知をしているところでございます。 

 今後、第３回の新ごみ処理施設整備検討会におきまして、販売先の確保について調査結

果の報告があり、これらの情報を整理し、相手先の企業との調整を図った上で、市民の皆

様が安心できるようできるだけ早期に報告をさせていただきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井一司君。 

○９番（笠井一司君） ごみ処理の燃料化方式は、これまでは発生したごみを単に焼却し

ていたものを、燃料として利用しようというものでございまして、ごみを燃料として使用

するので、その分石炭等の消費と併せてごみを燃やすための燃料も削減され、２０１５年

に国連持続可能な開発サミットで採択されました世界共通の目標である持続可能な開発目

標ＳＤＧｓの精神にも合致し、循環型社会、脱炭素に向けて貢献できるものと思われま

す。 

 固形燃料の販路につきましては、受入先の調査を行うとともに、複数の企業を訪問し、

受入れが可能というふうな回答をいただいたとこもあるということでございますので、さ

らなるご努力をお願いしたいと思います。 

 続きまして、第３問目は、財政運営についてでございます。 

 今定例会では、昨年度、令和２年度の決算の状況も報告されました。そして、阿波市も

合併して１５年が経過し、交付税の優遇措置が終了するまでに早くそれに対応できる体制

にしなければということで、行政機構の改革に取り組んできたところです。令和３年度か

ら、合併当初に比べ普通交付税が約１０億円程度少なくなった状態となっておりますが、

１点目、合併に伴う交付税の優遇措置は令和２年度で終わりましたが、今後の財政運営の



- 40 - 

見通しについて、２点目、２０２５年までとなっている合併特例債の執行状況と今後の計

画について、以上２点についてお伺いいたします。 

○議長（松村幸治君） 坂東企画総務部長。 

○企画総務部長（坂東孝一君） 志政クラブ笠井一司議員の代表質問の３問目、財政運営

について幾つかご質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の合併に伴う交付税の優遇措置は令和２年度で終わったが、今後の財政運

営の見通しについて伺いたいとのご質問に答弁をさせていただきます。 

 令和３年度の阿波市の普通交付税につきましては約６８億円で、普通交付税の振替財源

である臨時財政対策債との合計は７２億９，０００万円となり、令和２年度と比較して１

億３，０００万円の増となっております。この理由といたしまして、令和３年度では地域

社会のデジタル化を推進するために必要となる取組に対して新たに地域デジタル社会推進

費が創設され、基準財政収入額においても新型コロナウイルス感染症の影響が想定より少

なかったことなどもあり、令和２年度からは増額となっております。しかし、普通交付税

がピークであった平成２７年度の約７８億２，０００万円からは１０億３，０００万円減

少しており、市民サービスの低下を招かずに歳出の削減と投資効果の検討、精査を行うこ

とは喫緊の課題となっております。 

 そのため、歳出の削減につきましては、令和３年度当初予算において、消耗品費、手数

料、役務費、維持補修費など、経常経費については前年度予算の５％カットといたしてお

ります。また、投資的経費につきましては、優先順位の設定、事業費の見直し、事業の平

準化を行い、市単独で行う投資的経費は前年度予算の１０％カットで予算編成を行い、計

画的な執行に努めているところでございます。 

 次に、２点目の２０２５年度までとなっている合併特例債の執行状況と今後の計画につ

いて伺いたいとのご質問に答弁をさせていただきます。 

 合併特例債につきましては、基金造成を除いた資本的整備分の活用限度額は約１９８億

円で、一般会計（第４号）補正後における借入れ見込みは約１８２億８，０００万円とな

り、残り約１５億２，０００万円が活用限度額となっております。 

 今後におきましても、小・中学校等の義務教育施設の整備、幹線道路やスマートインタ

ーチェンジの整備、上水道に対する出資などに合併特例債を活用する予定でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井一司君。 
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○９番（笠井一司君） 経常経費は前年度予算５％カットで、また投資的経費は前年度予

算１０％カットを目標として予算編成を行っているということで、歳出削減に努めている

とお伺いしました。また、合併特例債は、約１５億円が活用限度として残されており、今

後小・中学校の教育施設の整備、幹線道路やスマートインターチェンジの整備、上水道整

備のための出資に活用とのことでございます。経費の節減に努め、合併特例債を有効に使

っていただきたいと思います。 

 次に、借入金の返済についてお伺いします。 

 令和２年度の決算で約２１０億円の市債が残っておりますが、再問として３点目、市債

の償還の状況と今後の見通しについてお伺いいたします。 

○議長（松村幸治君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 志政クラブ笠井一司議員の代表質問３問目、財政運営についての

再問、市債の償還の現状と今後の見通しについて伺いたいとのご質問について答弁をさせ

ていただきます。 

 市債の償還につきましては、阿波市合併直後は、年度単位で言いますと２１億円から２

２億円で推移しておりましたが、平成２７年度頃から上昇し、平成２９年度には約２７億

１，０００万円と、これまでの最高額となり、令和２年度決算では約２４億円となってい

るところでございます。これは、市役所庁舎建設などによりまして合併特例債の元利償還

金が増加したことによるものでございまして、以前に借り入れた市債の償還が計画どおり

に進んでいることから、平成２９年度が償還のピークだったと判断しております。 

 今後の借入れの計画としましては、合併特例債では各部局から提出された建設事業計画

に基づきまして充当する事業を精査しまして、放課後児童クラブの整備、市道矢松田中線

をはじめとする幹線道路の整備、（仮称）阿波スマートインターチェンジの整備、そして

小・中学校校舎、屋内運動場の改修、水道事業会計への出資などに優先的に充当していき

たいと考えております。 

 また、合併特例債以外にも有利な地方債であります緊急防災・減災事業債、これは基準

事業費で充当率が１００％、普通交付税の基準財政需要額への算入率が７０％でございま

す。また、緊急自然災害防止対策事業債、これにつきましては基準事業費の充当率が１０

０％、普通交付税への基準財政需要額への算入率が７０％、公共施設等適正管理推進事業

債、充当率が９０％、普通交付税の基準財政需要額の交付税算入率が５０％を避難所の改

修や公共施設の統廃合などに計画的に活用してまいりたいと考えております。 
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 このように借入れに当たりましては、合併特例債などの有利な起債を活用しているた

め、令和２年度決算の地方債現在高は約２１０億１，０００万円となっておりますが、こ

のうちの約７７％に当たる約１６３億円が後年度において普通交付税に算入される予定で

ございます。約４７億円が実質的な市の負担に当たるものと見込んでおります。今後にお

きましても、市民ニーズに的確に対応するとともに、持続可能な安定的な行政サービスを

提供しながら、引き続き財政の健全性を堅持してまいりたいと、このように考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井一司君。 

○９番（笠井一司君） 約２１０億円の市債残高のうち約７７％、約１６３億円が後年度

の普通交付税に算入されるので、うち約４７億円が実質的に市の負担ということで償還し

なければならない額となります。今後も有利な市債を活用して、施設の統廃合などを計画

的に行い、財政の健全性を維持しながら、毎年２４億円程度の額で市債を償還していくと

いうことでございます。 

 令和２年度の決算を見ますと、阿波市の財政状況は今のところ健全でありますが、今後

については予断を許されないので、これからも財政状況を注視してまいりたいと考えてお

ります。 

 第４問目は、企業誘致についてであります。 

 阿波市は、市民の雇用の場を確保して、市民税や固定資産税などの市税の増収につな

げ、市の財政基盤の充実強化を図っていくということを目的といたしまして、企業誘致に

積極的に取り組んできております。藤井市長が就任されて４年余りの間にその努力が実

り、かなりの数の企業誘致が進んできたと思います。 

 そこで、確認のため１点目、この４年余りの間の企業誘致及び新規創業の状況につい

て、２点目、これまでの企業誘致でどれだけ阿波市での新規雇用が得られたのか、お伺い

いたします。 

○議長（松村幸治君） 岩野産業経済部長。 

○産業経済部長（岩野竜文君） 志政クラブ笠井一司議員の代表質問の４問目、企業誘致

について２点ご質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目、この４年余りの間の企業誘致及び新規創業の状況について伺いたいにつ

いてでございますが、本市では雇用の創出が人口減少を克服し持続可能なまちづくりを推
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進するための最重要課題の一つと位置づけ、積極的に企業誘致に取り組んできたところで

ございます。特に本市が企業誘致において優位性を発揮できるための戦略として、１つ目

が農業、２つ目は公有財産の活用、３つ目がオーダーメード型、この３つの柱を軸に重点

的に取り組んでまいりました。 

 その結果、これまでの取組が実を結んでおり、１つ目の柱である農業においては、令和

２年度の株式会社トマトパーク徳島の操業や先般竣工式が執り行われました株式会社西渕

スレート工業所の植物工場の建設、さらには令和４年度の操業開始を予定している株式会

社イニチウムなど、先進的な農業を実践する企業の誘致が順調に推移しております。 

 また、２つ目の柱である公有財産の活用につきましては、平成３０年度に旧市場町の学

校給食センターを活用して誘致を行いました株式会社リトルアンデルセンや西長峰工業団

地において昨年度操業を開始した株式会社サンコー、また旧阿波市役所本庁舎を活用した

阿波運転免許センターや中国四国農政局吉野川北岸二期農業水利事務所など、様々な機関

の誘致も実現しております。 

 そして、３つ目の柱であるオーダーメード型につきましては、企業側のニーズや土地の

各種利用制限なども考慮した適地のご提案と周辺整備などを市が実施することで誘致に結

びついた西精工株式会社など、各柱ごとに成果が上がっているところでございます。 

 今後におきましても、企業立地促進助成金や住宅跡地利用事業など、充実した支援策に

加え、本市の強みである子育て支援や住環境なども併せてＰＲし、経営者のみならず、従

業員の皆様にとっても暮らしやすい町として選ばれる阿波市を目指してまいりたいと考え

ております。 

 次に、２点目のこれまでの企業誘致でどれだけの阿波市での新規雇用が得られたのかで

ございますが、先ほど答弁いたしました６事業所の新規雇用数につきましては、既に操業

を開始している４事業所の合計で、正規従業員が１１名、パート従業員が１４名となって

おります。また、今後操業予定の２事業所につきましては、正規従業員を６名、パート従

業員を５名雇用する計画となっております。これらの雇用数はあくまでも操業開始時点の

新規雇用数であり、これら６事業所の従業員総数としましては約１７０名程度となってお

りますので、将来的な退職者の補充なども考慮すると、今後定期的な雇用が見込まれるも

のと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井一司君。 
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○９番（笠井一司君） 企業誘致につきましては、農業、公有財産の活用、オーダーメー

ド型の３つの柱を軸に重点的に取り組み、農業では株式会社トマトパーク徳島など、公有

財産の活用では株式会社リトルアンデルセンなど、オーダーメード型では西精工株式会社

など、これからの操業予定も含め６事業所の誘致があったということで、今後とも充実し

た支援策と子育て支援や住環境をＰＲし、企業誘致に取り組むとのご答弁でございまし

た。 

 雇用については、操業予定も含めた６事業所で正規従業員が１７名、パート従業員が１

９名となり、また従業員総数では約１７０名程度の従業員となりまして、阿波市の関係人

口の増加にもつながるということでございますので、企業誘致については成果が上がって

いるなというふうに思います。市政の発展のため、今後ともご努力を願いたいというふう

に思います。 

 これまで誘致されました企業を見ますと、どちらかというと製造業が多いように見受け

られます。雇用のためには製造業がいいのですが、阿波市の活性化のためには研究機関や

意欲ある起業家が入ってこれるようにすることも重要だと思います。 

 そこで再問ですが、３点目、製造業だけでなく、研究機関の誘致や意欲ある新規創業に

も視点を当ててみてはどうでしょうか。 

○議長（松村幸治君） 春木副市長。 

○副市長（春木尚登君） 志政クラブ笠井一司議員の代表質問の４問目、企業誘致につい

ての再問、製造業だけなく、研究機関の誘致や意欲ある新規創業にも視点を当ててみては

どうかについてご答弁をさせていただきます。 

 本市では、時代の流れに合わせた様々な業種の立地促進を図りたいという観点から、平

成３０年度に阿波市企業立地促進条例を施行し、従来支援対象業種を製造業のみとした阿

波市工場設置奨励条例に日本標準産業分類に掲げる大分類の８業種を加え、大幅に拡充し

てきたところでございます。この拡充の中には、議員ご提案の学術研究、専門・技術サー

ビス業や情報通信業、また本市の強みである農業などを含めており、県内自治体と比較い

たしましても対象範囲が広いものとなっております。この結果、先ほど産業経済部長の答

弁にもありましたとおり、複数の農業関連企業の誘致に成功し、本市の農業立市としての

イメージをより一層引き上げることにつながったものと考えております。 

 そして、このイメージを最大限活用し、その延長線上の取組といたしまして、農業と関

連性の深い研究機関、または研究機関を有する企業などの誘致についても取り組んでまい
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りたいと考えております。 

 本市では、異業種からの農業参入についても実績がございますので、今後も引き続き意

欲のある事業者の事業転換や新会社創業などについて幅広くご支援させていただき、地域

経済の活性化に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井一司君。 

○９番（笠井一司君） 研究機関の誘致や意欲ある事業者の事業転換、新会社の創業など

についても支援していきたいということでのご答弁をいただきました。製造業などの企業

誘致は、会社という箱、入れ物を持ってくるというイメージがありますが、研究機関の誘

致や意欲ある事業者を誘致するということは、人を誘致するということですので、人と人

とのつながりが生まれ、人が人を呼び、阿波市のさらなる発展につながるものと思いま

す。企業誘致は相手のあることなので、なかなか思うようにはいかず、タイミングとか運

みたいなところがありますが、前向きに取り組むことで機会をうまく捉えて成果を上げて

いただきたいと思います。 

 以上で全ての質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（松村幸治君） これで志政クラブ笠井一司君の代表質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時０８分 休憩 

            午前１１時１９分 再開 

○議長（松村幸治君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、阿波みらい川人敏男君の代表質問を許可いたします。 

 阿波みらい川人敏男君。 

 

○１０番（川人敏男君） それでは、阿波みらいを代表して質問させていただきます。 

 新聞、テレビの報道を見ていますと、世界的に新型コロナ対策、難民対策、アフガニス

タン対策等が連日取り上げられています。国内でも、人口減少対策、国保、年金対策な

ど、難題が山積しています。有能なリーダーが全力を傾注していますが、満足のいく答え

はまだです。難しい世の中になっています。 

 翻って、本市では藤井市長の２期目がスタートしました。そこで、改めて本市の課題を

質問してまいります。 
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 第１問は、子どもの健全育成についてです。 

 子どもを取り巻く環境は、新型コロナの急増をはじめ、いじめやひきこもり、肥満な

ど、学校関係者や保護者にとって心配の種が尽きません。最近ではヤングケアラーという

言葉を時々見聞きします。ヤングケアラーとは、大人が担うような家事や家族の病気の世

話、介護を日常的に行っている１８歳未満の子どものことです。４月に発表された国の実

態調査の結果によりますと、家族の世話をしていると回答した中学生は１７人に１人で、

１クラスに一、二人います。世話をする時間の平均は１日４時間という結果が出ていま

す。発達期の子どもが家事や家族の世話をすることで年齢相応の学校生活を送れなかった

り、介護していることを周りに話せず孤立したり、複雑な葛藤を抱え苦しんでいます。こ

のため、勉学がおろそかになり、進学や就職に影響が出ないか心配されます。さらに、将

来への不安を抱える若者の増加、次世代への負の連鎖など、地域社会に与える影響も少な

からずありはしないかと憂慮されます。つまるところ、コロナ禍による核家族化や共稼

ぎ、孤立、孤独など、社会全体のひずみが顕在化したのではないかと心配します。このた

め、個人それぞれの事情に応じて教育の支援、経済的支援、社会的支援を必要としていま

す。 

 こうしたことを踏まえて、まず２点質問します。 

 １点目は、学校としてどんな対応をしていますか。また、今後どんな対応を考えていま

すか。 

 ２点目は、子育てするなら阿波市と大きな看板を掲げていますが、行政としてどのよう

な対応を考えていますか。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） 阿波みらい川人議員の代表質問の１問目、子どもの健全育成に

ついての１点目、ヤングケアラーに学校としてどんな対応をしていますかについて答弁さ

せていただきます。 

 今年の３月に、国によるヤングケアラーについての初の実態調査結果が公表され、子ど

もたちの置かれている状況の深刻さが明らかになりました。教育委員会といたしまして

は、５月の校長会でこの問題を取り上げ、市内全ての学校において、ヤングケアラーにつ

いての認識を深め、適切な対応をしていただくよう依頼を行っております。 

 各学校では、校内研修などを通して理解を深め、ヤングケアラーからの視点で子どもた

ちを改めて捉え直し、ヤングケアラーやその疑いのある児童・生徒について調査をいたし
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ました。学校からの報告では、ヤングケアラーの疑いのある子どもたちが数名報告されて

おります。報告された子どもたちの状況は、幼い兄弟や親の世話をしていたり、独り親家

庭で家事全般をしていたりしているものでございます。 

 報告のあった児童・生徒への対応ですが、各学校では学級担任や養護教諭等が毎日の様

子の変化などに気を配り、気になることがあれば声かけや放課後などに面談を行っており

ます。また、自分の権利を侵害されていることを自覚しておらずＳＯＳを出せない子ども

や、困り事を感じているにもかかわらずどこに相談してよいか分からない子どもも多くい

るので、保健室や相談室などの気軽に相談できる場の提供を行っております。 

 阿波市教育委員会といたしましては、ヤングケアラーと思われる子どもが抱える課題

は、学校だけで解決しづらいことが多いため、これまで以上に要保護児童対策地域協議会

と学校との連携を図り、当該児童・生徒はもとより、保護者への支援も実施してまいりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 寺井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（寺井加代子さん） 阿波みらい川人議員の代表質問１問目、子どもの健

全育成についての２点目、ヤングケアラーに行政としてどんな対応をしていますかについ

て答弁させていただきます。 

 川人議員のご質問のヤングケアラーとは、大人が担うような家事や家族の看護や介護を

日常的に担う１８歳未満の子どものことです。ヤングケアラーの存在のその背景には、核

家族化や独り親家庭など、またひきこもりを中心とした介護、困窮といった複合的な問題

を抱える家庭環境にあると言われています。 

 ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であり、本人に自覚が少ないことが多い

ことから、表面化しにくい構造となっており、現状把握が困難となっているため、早期発

見、早期把握をすることが必要です。 

 本市におきましては、健康福祉部福祉事務所子育て支援課内に家庭児童相談室を設置し

ており、学校や地域から子どもに関する相談があった場合に、個々の状況により必要な支

援につなぐために、関係機関と支援方法を検討するとともに、家庭相談員が子どもの気持

ちに寄り添った相談支援を行っています。また、本市では、阿波市の要保護児童の適切な

保護を図ることを目的とした阿波市要保護児童対策地域協議会を設置しております。この

協議会は、徳島地方法務局や警察署、県こども女性相談センター、保健所、市医師会、民
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生児童委員、市内こども園、市内小・中学校などで構成しており、家庭相談員を中心にケ

ース会議を開催し、問題把握、早期発見に努めております。 

 議員ご質問のヤングケアラーは、家事や幼い兄弟の世話といった役割を担っているケー

スもあります。家族の世話や家事手伝いは悪いことではありませんが、子どもたちにとっ

て世話をする時間が日常的に１日約３時間から５時間という過度な負担により、学業等に

支障が生じ、子どもらしい生活が送れないことに課題があります。 

 その支援として、家事または育児支援が必要な家庭に子育て応援ヘルパー派遣事業やフ

ァミリー・サポート・センター事業の活用を推進しております。 

 また、家族に病気や障害があるなどして子どもが主に看護や介護を担っている家庭に

は、子どもが介護をしていることを前提とした在宅介護サービスや障害福祉サービスの利

用を十分配慮するよう進めております。 

 さらに、子どもの学習、生活支援事業として、経済的理由や家庭の事情で学習に不安を

持つ中学生を対象に、学習支援教室を開催し、子どもの自主性や社会性を育てるための生

活支援も取り入れ、家族の方の生活に関する相談等にも応じております。 

 今後も、本市の福祉事業の充実と各関係機関との連携をより一層強化し、早期発見、早

期把握に努め、家庭内の環境に配慮しながら、ヤングケアラーが抱える諸問題を解決すべ

く支援してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○１０番（川人敏男君） １番目の学校としてどんな対応をしていますかというところの

中で、非常に本県は全国と比較して人数は少ないようですけれども、なお今後とも注視し

ていきたいと思います。 

 ２番目の健康福祉部長の答弁の中では、早期発見、早期把握が必要ということで、いろ

んな対策を講じられておるようですけれども、支援として平均４時間というけれども、ど

れぐらいの時間を対象にしているのか。継続してあるいは一時的にどれぐらいの時間を対

象にしてるのか。こういうことをよく整理して、今後対応していただけたらと思います。 

 次に移ります。 

 次は、子どもの視力低下についてです。 

 近年、眼鏡をかけている子どもが増えていると気になっていました。特に新型コロナデ

ルタ株の蔓延により、子どもたちが自宅に閉じ籠もり、テレビの長時間視聴やスマホゲー
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ムに没頭し、ますます視力の低下を来しているのではないかと心配しています。 

 文部科学省の調査によりますと、１９７９年度から２０１９年度の４０年間を比較しま

すと、裸眼視力１．０未満の子どもの割合は小学校で１６％から３４．６％へ２倍以上に

増えております。中学生も３３％から５７．５％へ２倍近くの増加になっています。この

原因は、民間会社の調査研究によりますと、近視は遺伝的要因と環境要因の両方が関係す

ると言われています。近年になって近視が増えているのは、環境による影響が大きいと考

えられます。具体的に申し上げれば、外遊びをあまりしない、スマホゲームを１時間以上

やる、睡眠時間が短いことなどが将来近視になるリスクが高まると言われています。 

 そこで、近視の子どもをこれ以上増やさないため、学校でどんな対応をしていますか。

教育長のご見解をお聞かせください。 

 もう一つ質問します。 

 学校教育は、デルタ株の蔓延により分散登校、時差登校、さらにオンライン授業などの

検討を余儀なくされていますが、コロナ禍の時代には、下位の一、二割が学校教育に十分

ついていけるよう引っ張っていく、これが一番重要になってくると考えられます。極めて

難しい課題ですが、教育長のお考えをお伺いします。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） 川人議員の再問に順次答弁させていただきます。 

 初めに、子どもの視力の低下についてどのような対応をしていますかについてですが、

文部科学省の令和２年度学校保健統計調査では、全国において裸眼視力１．０未満の小・

中学生の割合は過去最多となっております。全国の裸眼視力１．０未満の割合は、小学生

が３７．５％、中学生は５８．３％で、いずれも過去最多を更新し、高校生は６３．２％

でした。小・中高ともに、視力の統計を取り始めました１９７９年度から悪化傾向が続い

ております。文科省は、調査結果に対しまして、スマートフォンなどの普及で画面を近く

で見る機会が多くなったこともあるのではないかと分析しております。また、この調査と

は別に、児童・生徒の近視の実態調査を進めており、生活習慣との関連を分析する計画中

でございます。 

 県内では、裸眼視力１．０未満の小・中高校生の割合は、小学生が３６．１％、中学生

が６０．８％、高校生が６９．９％となっております。 

 阿波市では、小学生が３８％、中学生が６３．７％となっており、全国、徳島県平均を

少し上回っております。５年前と比べると、国、県同様に年々増加傾向にございます。 
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 学校での対応といたしましては、毎年４月に定期健康診断を行い、視力の低下を早期に

発見し、保護者を含めての個別対応、指導を行っており、医療機関への受診、治療への案

内も行っております。 

 また、養護教諭による授業、保健指導の中で、児童・生徒に対し目の仕組みやスマート

フォンなどのＩＣＴ機器を長時間使用することによる目の影響などを伝えて、児童・生徒

の視力低下予防の啓発を行っております。 

 併せて、各学校では、毎月１回発行しております保健だよりを通じて、子どもを通じて

保護者の方に配布し、視力低下に関する情報提供も行っております。 

 今年度から、本市の小・中学校でもタブレットを本格的に使用するに当たり、文部科学

省からのガイドブックによると、ＩＣＴ活用に当たっては教師による児童・生徒の目の健

康に関する配慮事項といたしまして、目と画面の距離、定期的な休憩、明るさの調整等が

求められております。具体的には、目と端末の距離を３０センチメートル以上離すこと、

３０分に１回は２０秒以上目を休めること、就寝１時間前からはＩＣＴ機器の利用を控え

ることなどが記載されております。この配慮事項の内容も含めまして、視力低下を防止す

るためにも、学校においては保健指導を行い、児童・生徒への家庭への情報提供も継続し

てまいります。 

 次に、学校教育についていけない子どもがないようどんな対応をしていますかについて

ですが、子どもたち一人一人が全ての授業において目標を達成し、資質や能力を身につけ

ていくことが重要だと考えております。 

 各学校では、授業改善が図られており、学力の課題が見られる子どもにつきましては、

補助プリントなどを事前に準備して授業を行っております。さらに、阿波市では、学力向

上支援員を全ての小学校に配置し、算数、国語などの授業ではできる限り２人体制で授業

を行い、課題の克服に取り組んでおります。 

 また、各学校では、学力を身につけさせるための様々な取組をしておりますが、例えば

高学年の算数の授業を習熟度別に２クラスに分け少人数で指導したり、放課後、休み時間

に宿題指導や学習指導を行ったりしております。 

 また、家庭に対しても、基本的生活習慣が身につくよう保健だよりなどでその必要性を

広報し、家庭と連携した取組を進めております。 

 阿波市教育委員会といたしましては、各校の工夫した取組を校長会などで情報共有でき

るよう支援し、子どもたちに学力が身につくよう努めてまいります。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○１０番（川人敏男君） ただいま教育長から答弁をいただきましたが、学校教育のいろ

いろな課題に積極的に対応されている姿勢に敬意を表したいと思います。今後ともよろし

くお願い申し上げます。 

 それでは、第２問目に移ります。 

 第２問は、土柱の整備充実についてです。 

 県外観光客を呼び寄せる魅力的な観光地が阿波市から１か所選ばれました。十数メート

ルに及ぶ土の柱が立ち並び、なぜこのようなものができたのか不思議に感じる奇観、土柱

です。平成２９年３月に、国内外から四国を訪れる観光客の増加を図るため、四国運輸

局、四国経済連合会、西日本高速鉄道株式会社などで構成する四国八十八景実行委員会に

おいて、うだつの町並み、大歩危などとともに、土柱が八十八景の一つに選定されてまし

た。このため、平成２９年度にはバス９３台、３，４４０人、平成３０年度はバス１１１

台、３，６０４人と、大幅に観光客が増加しました。地元では、観光案内をする土柱ボラ

ンティアガイドの会を立ち上げ、受入れに備えております。 

 一方、受入れの設備機能はお粗末そのものです。駐車場はそよ風ひろばの駐車場を併用

していますが、歩道もない危険な道路端を１５０メートルぐらい歩かなければスポット地

点に到達しません。雨が降っても休憩所はありません。トイレも、２人使用が１か所で、

バス入り込み客のトイレとしては大幅に不足しています。欠陥だらけの設備機能です。口

先では観光振興を図っていると言いますが、実態が伴っていません。お寒い本市の観光行

政をいつまで国内外にさらすのですか。 

 そこで、お伺いします。 

 １点目は、阿波市総合計画に土柱の整備充実、機能強化を計画的に図っていきますと記

載されています。実際には一体どこに目をつけて土柱の整備を図っているのですか。優先

順位は考えていますか。観光地としてのシビルミニマムさえ備えていません。 

 そこで、平成２９年度以降の予算化の状況と整備内容の答弁を求めます。 

 ２点目は、近年、金清自然公園、庁舎裏側の市場センターパークなどを観光関連の一環

として整備しましたが、これらは主として近隣住民を対象としております。観光施設とし

ての位置づけとは性格が異なります。観光振興は、土柱を優先的に整備して観光客を呼び

込み、徐々に周辺に広がりを図っていく戦略が現実的と考えます。 
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 そこで、本市の観光振興の戦術、戦略について答弁を求めます。 

○議長（松村幸治君） 岩野産業経済部長。 

○産業経済部長（岩野竜文君） 阿波みらい川人議員の代表質問２問目、土柱の整備充実

について２点ご質問をいただいておりますので、順次答弁させていただきます。 

 まず、１点目の平成２９年以降の予算化の状況と整備内容はどうなっているのかでござ

いますが、阿波の土柱は昭和９年５月に国指定の天然記念物に指定され、本市を代表する

観光の名所となっております。また、議員お話しのとおり、阿波の土柱は四国らしさを感

じられるすばらしい景観、四国八十八景に認定され、近年訪れる観光客は増加傾向であり

ました。しかしながら、昨年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により

大幅に減少しており、本市の観光産業にも大きな影響を与えているところでございます。 

 議員ご質問の阿波の土柱の予算と整備についてでございますが、平成２９年度から観光

客の安全対策を目的として遊歩道の防護柵等の整備を計画的に進めており、令和２年度ま

での総事業費は約２，０００万円、総工事延長は約１５７メートルでございます。また、

本年度におきましても、施工延長約７６メートル、工事費約６００万円の整備を行う予定

でございます。 

 今後におきましても、限られた財源の中ではございますが、有利な補助金等を活用し、

観光ニーズに応える環境整備に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の観光振興の戦術、戦略についてでございますが、本市の第２次阿波市総

合戦略におきましては、観光、交流資源を活用した交流促進として、国指定の天然記念物

である阿波の土柱や四国霊場札所の４か寺など、貴重な文化財や名所旧跡といった地域資

源が点在していることから、この地域資源の活用に向けて、県や徳島東部地域ＤＭＯ、周

辺自治体との連携強化による広域観光ルートづくりや着地型観光の開発、訪日外国人旅行

者の誘客など、多面的な取組を推進することとしております。 

 その具体的な取組としましては、市観光協会などの多様な関係者と協働、連携しなが

ら、さらなる観光資源の発掘や磨き上げ、情報発信の強化など、地域にある観光資源を新

しいものも含め再認識し、誘客へとつなげていきたいと考えております。 

 昨年、新たな取組として、ＧＯＴＯ阿波市！新発見・再発見と題しフォトコンテスト

や、ＳＮＳを活用した投稿キャンペーンを行っております。 

 また、広域的な取組としましては、徳島東部地域ＤＭＯにおいて、ＳＮＳをはじめとす

るウェブプロモーションや商談会でのＰＲなどに加え、地域資源を全国に向けて発信でき
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る観光人材の育成などに取り組んでおり、交流人口の拡大に努めております。 

 市といたしましては、ウイズコロナ、ポストコロナ時代において、感染拡大防止対策を

前提に、旅行形態の変化や新たな旅のスタイルなど、受入れ側として今まで以上に地域全

体の魅力向上に努めなければならないと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○１０番（川人敏男君） 観光振興を図るには、観光地間の競争に勝ち抜かなければなり

ません。観光スポットに予算を重点的に投入し、これは磨けば光るようなそういうところ

にまず予算を重点的に投入し、観光客の誘致を図ります。次の段階で、そういうところへ

観光客が来たならばその観光客を市内全体に広げていくと、こういう手法が効果的と考え

られますので、今ずっとご説明がありましたけれども、そういう点で重点的にそういうと

ころをまず整備して次の段階に進んでいただけたらと思います。 

 次に、新ごみ処理施設の建設候補地を阿波町東長峰に決定しました。この地域のシンボ

ルである土柱をほったらかしにして、ごみ処理施設をお願いしますというわけにはいかな

いと思いませんか。私の考えとして、そよ風ひろばの駐車場に隣接する桜の植え込みの一

角に観光案内所を設置し、休憩所、トイレを整備します。そして、小川沿いに、７０メー

トル程度と思いますが、アクセス道路を整備し、観光地としてのシビルミニマムをクリア

してはいかがと提案します。これは、こういう施設はどこの観光施設に行っても必ずそろ

うとるもんです。最低限せないかんところが土柱にはされてないと、こういう欠陥がある

んですけれども、市長、お考えをお願いします。 

○議長（松村幸治君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 阿波みらい川人議員の代表質問の２問目、土柱の整備充実につい

ての再問の土柱周辺整備について答弁をさせていただきます。 

 先ほど岩野産業経済部長より答弁をさせていただきましたが、本市では第２次阿波市総

合戦略に基づく観光振興に当たりまして、地域資源の活用に向けた多面的な取組を限られ

た財源の中で行っているところでございます。その地域資源の中で、阿波の土柱は本市を

代表する観光資源と考えております。周辺の地域資源も含め、さらなる交流人口の増加に

向けての磨き上げが必要であると考えております。 

 一方で、阿波の土柱周辺地域は、文化財保護法や森林法、自然公園法などの法令の制限

がございます。適切な保存と管理を行い、次の時代へと確実に継承する必要もございま
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す。 

 本市といたしましては、このようなことを踏まえながら、阿波の土柱周辺の活性化に取

り組んでいかなければならないと考えているところでございます。 

 議員ご提案を含めた土柱周辺の整備につきましては、施設の内容や費用対効果、各種規

制の条件、また財政面等も考慮しながら、関係機関と連携しまして計画的に取り組むよう

検討してまいりたいと、このように考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○１０番（川人敏男君） 私は、土柱専用の駐車場がない、雨宿りする休憩所もない、ト

イレもないような状態で長く放置するのは非常にもったいないと思います。観光客は、こ

んな中途半端な観光地は見たことがないと口コミ等で広がり、観光客は、次第細りになる

のではないかと心配します。うがった見方ですが、未整備の見本として観光客が訪れるか

もしれません。 

 いずれにしても、土柱の整備はいろいろな障害があろうとも、その障害を乗り越えて整

備していく、これは市長のご決意、ご判断が非常に重要になってくると思います。土柱の

最低限の整備は早急に行っていただきたいと要請しておきます。 

 ３問目は、新ごみ処理施設における燃料化方式についてお伺いします。 

 新ごみ処理施設の改築は、建設候補地が東長峰に決まりました。全国でも１か所しか稼

働していない燃料化方式を打ち立てています。ごみの焼却をほかの市や町の企業で燃やす

前途多難な方式です。本市にとって２０年目の大プロジェクトで、藤井市長２期目の最大

の懸案事項です。通常の仕事は号令をかけていれば前へ進みます。しかし、ごみ処理施設

は、全国津々浦々、大半のトップが最前線で先頭に立ち、汗をかき、泥をかぶっていま

す。 

 さて、自分の町で出したごみを、固形燃料化したとはいえしょせんごみはごみです、ほ

かの市や町で焼却を引き受けてくれるはずがないというのが普通の考えです。しかし、本

市のごみをほかの市や町で焼却処分するという、我が町さえよければという発想を基にご

み処理施設の改築問題を乗り越えようとしています。果たして勝算はあるのでしょうか。 

 さらに、固形燃料化する過程を特許権を持つ民間企業に委託します。この取組も不安定

で、多くの危機をはらんでいます。分かり切ったことですが、企業が赤字になれば倒産し

ます。しかし、本市のごみ処理は永遠に続きます。これが安全・安心なまちづくりの礎と
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言えるでしょうか。そもそも燃料化方式に至った経緯については、２年前の本会議で現議

長の松村幸治氏が質問し、藤井市長が答弁する中で、本市でごみを燃やさない燃料化方式

が最適であると、突然にかつトップダウン的に表明しました。いずれにしても、この事業

の成否を握るのは、固形燃料化したごみを企業に売却できるかどうかにかかっています。

この前提が崩れますと、本市のごみ行政は根底から崩れます。つまり市民を道連れに極め

て危険な橋を渡ろうとしています。 

 以上のことを踏まえて、順次説明をしていきます。 

 １点目は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりますと、市が排出したごみは市が

最後まで適正に処理する責務があります。この原理原則に基づき、全国のほぼ１００％の

市や町は、収集から焼却まで自分の町で行うストーカ方式等を採用しています。 

 そこで、燃料化方式のメリット、デメリット、併せて全国的に燃料化方式が普及してい

ないのはどのような理由があると考えられますか。県から副市長を派遣され、本市を指導

する立場にある春木副市長にお尋ねします。 

 ２点目は、固形燃料の搬出先の市や町の事前了解についてです。 

 本市は、固形燃料は売却できる有価物であり、ごみと位置づけておりません。しかし、

実際は水分が多く含まれているなどのため、燃焼温度は６００度が精いっぱいでダイオキ

シン等を出さない８００度には達しません。プラスチックを混ぜるとかして加工する必要

があります。こんな品質の見劣る固形燃料を企業が購入してくれるめどを早急に立てなけ

ればなりません。 

 そこで、企業の立地する市や町に対して事前に了解を得る必要があるのかどうか、根拠

を示して考えをお聞かせください。春木副市長に答弁を求めます。 

 ３点目は、固形燃料、つまりごみを持ち込まれる周辺の住民はもとより、市や町はごみ

に対するアレルギー反応があり、全力を挙げて阻止に動くと。非常に論理的でなしに、感

情的に判断される傾向がございます。 

 そこで、搬出先の市や町の同意が得られない場合、どのような措置をされますか。よろ

しくお願いします。 

○議長（松村幸治君） 春木副市長。 

○副市長（春木尚登君） 阿波みらい川人議員の代表質問３問目、新ごみ処理施設におけ

る燃料化方式について複数ご質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただき

ます。 
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 １点目のメリット、デメリット及び全国的に普及しないのはなぜかについてでございま

すが、令和７年８月稼働予定の新ごみ処理施設の処理方式である燃料化方式、好気性発酵

乾燥方式は、ごみを燃やさず、微生物の力で発酵、乾燥させ、石炭の代替燃料にすること

でごみを資源化することができます。この燃料化方式のメリットは、ごみを燃やさないの

でダイオキシンなどの問題がなく、二酸化炭素の排出も抑えられます。ごみ処理の仕組み

がシンプルなため、建設費用や処理費用が他の処理方式に比べ抑えられ、また製品化した

固形燃料は石炭の代替燃料とすることが可能であり、２０５０年カーボンニュートラルに

向けた取組を進めなければならない民間企業にとりましても、石炭と比較すると安い価格

で購入でき、二酸化炭素排出も抑制されるなど、数多くのメリットがございます。 

 デメリットにつきましては、固形燃料を必要としている受入先の企業を安定的に確保で

きなければ、燃料化方式のシステム自体が成り立たないということが挙げられます。 

 この燃料化方式についてでございますが、平成２９年に香川県三豊市が全国で初めて導

入し、低コストで環境に優しい方法であるため、多くの自治体から視察や相談があるとお

聞きしております。多くの自治体においては、関心はあるものの、ごみ処理施設として導

入を検討する場合には固形燃料の安定的な受入先の確保が課題となり、全国的な普及に至

っていないものと考えております。 

 ２点目の搬出先の企業の立地する市や町に対し事前に了解を得る必要があるかについて

でございますが、令和７年８月稼働開始予定の新ごみ処理施設に搬入される可燃ごみは、

家庭などから排出される一般廃棄物となりますが、燃料化方式で固形燃料として廃棄物か

ら新しい製品として生まれ変わるため、新ごみ処理施設で製品化された固形燃料について

は再資源化されたものであると認識しております。 

 先進事例である三豊市にも確認を行っておりますが、固形燃料搬出先の企業が所在する

自治体への同意は不要とのことであり、徳島県の担当者からも、固形燃料であるならば搬

出先の自治体への同意は不要であると確認しております。 

 ３点目の搬出先の市や町の了解が得られない場合はどうするかについてでございます

が、ただいまご答弁させていただきましたが、新ごみ処理施設における固形燃料につきま

しては、廃棄物ではなく、燃料化方式で再資源化された製品となります。固形燃料の搬出

先の自治体への了解につきましては、先進事例である三豊市においての確認、徳島県の担

当者への確認を行っており、固形燃料の搬出先の企業が所在する自治体への同意について

は不要であるとの回答をいただいております。 
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 以上のことから、搬出先の自治体への了解は得る必要がないものと判断しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○１０番（川人敏男君） ただいま副市長からご答弁をいただきましたが、相当強気で進

めています。様々な角度から情報を入手し、相手の言い分に耳を傾けることも大切かと思

います。 

 私は、燃料化方式は言葉に言い表せないメリットがあることは十分理解しています。そ

れでもなお、将来の安全・安心なまちづくりの礎となるように、自分の町で焼却処分まで

完了する方式が上回っていると私は考えております。 

 次に、質問を進めます。 

 全体経費はストーカ方式などに比較して格段に安いと説明を繰り返しますが、固形燃料

は企業が買いに来るのか、企業の工場まで持っていくのか、持っていく場合はどこまで運

ぶのかによって運送費がべらぼうに違っています。阿波市、板野町、上板町のごみ収集量

は全体で７０トン、固形燃料化すると３０トンになるそうです。それを運ぶとなると、４

トントラックで８台分必要になるかと思います。また、プラスチック等を混ぜて製品化す

るにも相当経費がかかるのではないかと心配します。 

 現時点で、固形燃料の搬出先をどこの市や町のどんな企業にアプローチしていますか。

これは、燃料化方式の鍵を握っています。最も重要で、最も困難で、最優先で取り組むべ

き課題です。この確約を取らないと、固形燃料が宙に浮きます。確約が取れてから燃料化

方式を打ち出しても遅くなかったのではないですか。仕事の段取り、順序がおかしいと思

いませんか。市長の答弁を求めます。 

 次に、建設候補地は決まりましたが、全体のフローチャートも、全体のスケジュールも

今のところ明示されておりません。フローチャート、スケジュールの具体的な説明を市長

に求めます。 

○議長（松村幸治君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 阿波みらい川人議員の代表質問３問目、燃料化方式について再問

をいただきましたので、順次答弁をさせていただきます。 

 まず、搬出先はどこの市や町のどんな企業にアプローチしていますかについてでござい

ますが、議員ご質問の固形燃料の搬出先につきましては、本市、板野町、上板町の３市町

で構成する新ごみ処理施設整備検討会におきまして現在検討を行っております。令和３年
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度においては、中央広域環境施設組合がごみ燃料化施設の整備に係る事業方式検討業務を

コンサルタント会社に業務委託を行っているところでございます。 

 この業務の目的といたしまして、新ごみ処理施設建設事業に際し、導入する処理方式と

して選定したごみ燃料化方式において、製造する固形燃料の受入先についての調査や可能

性の検討を行うとともに、施設の整備、運営に係る事業方式等を検討することとしており

ます。７月１４日には、令和３年度第１回新ごみ処理施設整備検討会が開催されておりま

して、業務委託を行っているコンサルタント会社からは、民間企業に対しまして新ごみ処

理施設で製品化される固形燃料の受入が可能かどうかの打診を行ったとの報告を受けてお

ります。 

 具体的な企業名やその所在地について、現在のところ相手方の事情もございますので答

弁は差し控えさせていただきますが、新ごみ処理施設で製品化する固形燃料の受入れが可

能であると回答をいただいた企業もございます。 

 新ごみ処理施設において最大の課題である固形燃料の受入先につきましては、これらの

結果がまとまり、相手先企業と調整の上、中央広域環境施設組合を構成する本市、板野

町、上板町の各議会並びに周辺自治会の皆様に対しましてご説明をさせていただきたいと

考えております。 

 もう１点の再問、全体のフローチャートの具体的な説明を求めるについてでございます

が、燃料化方式を採用した新ごみ処理施設につきましては、現在運用している中央広域環

境センターの稼働期間が令和７年７月末となっており、令和７年８月から新ごみ処理施設

を稼働させるため、施設建設の候補地を選定することが課題となっておりました。 

 施設建設に当たっては、候補地近隣の皆様のご理解とご協力が何より重要であるとのこ

とから、阿波市阿波町、市場町と板野郡板野町、上板町において改めて新ごみ処理施設建

設候補地の公募を令和２年１１月２日から令和３年１月２９日にかけて行っております。

公募、そして評価検討の結果、阿波市阿波町東長峰が最有力候補地となりまして、令和３

年４月より地元自治会への説明会を開催しているところでございます。 

 この地元説明会につきましては、第１回は４月、第２回を７月に開催しております。説

明会では、今後の施設整備のスケジュール並びに新ごみ処理施設の建設候補地の選定に至

った方法等について中央広域環境施設組合施設整備局より説明をさせていただいておりま

す。 

 具体的な施設整備スケジュールについてでございますが、令和３年度では地元説明会や
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先進地視察の開催、測量、地質調査、造成設計を実施し、また地元の同意をいただけまし

たら、地元自治会との協定書締結を予定しております。令和４年度にはごみ処理施設整備

基本計画の策定並びに生活環境影響調査を実施し、令和４年度から令和５年度の中頃にか

けまして施設建設発注手続を行いまして、手続完了後できるだけ早期に施設建設工事に着

手する予定となっております。 

 今後、令和７年８月の新ごみ処理施設稼働開始に向けまして、市民の皆様方の生活に支

障を来さないよう、また循環型社会の構築に果敢にチャレンジすべく誠心誠意取り組んで

いく所存でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○１０番（川人敏男君） ごみというものは、自分たちの町のごみでさえ処理施設の合意

を得るのに四苦八苦しています。ましてやほかの町のごみを焼却するのは、まず１００％

承認が得られないと考えるのが普通です。ごみ焼却場の建設をめぐり、各市町村のトップ

が周辺住民からノーを突きつけられています。厳しい現実があることをまずご承知いただ

けたらと思います。 

 本市は、燃料化方式を採用すると決めております。つまり本市のごみをほかの市や町の

企業で焼却処分します。ご答弁いただいた内容を基に、円滑に進むかどうか検証、検討し

てみたいと思います。 

 １点目は、搬入する市や町との関係についてです。 

 本市は、事前の了解は必要ないと強気に開き直っております。固形燃料を売る、買うの

ビジネスであり、ビジネスライクに処理したい意向です。しかし、持ち込まれる側の市や

町は、ごみであるとの認識であらゆる角度から阻止に動く可能性が大であり、難航が十分

予測されます。気を引き締めて取り組んでいただけたらと思います。 

 ２点目は、一般的にほかの市や町とは社会通念に照らして健全な関係を築くことが大切

です。強気一点張りでは限度があります。吉野川市とはごみ処理、し尿処理を共同して取

り組んでまいりましたが、このほど一方的に手を切られました。この教訓を生かして、対

外的にも、対内的にも人の意見に耳を傾け、謙虚な心を失わないでいてほしいと思いま

す。 

 ３点目は、固形燃料の行程を民間企業に委託します。相手企業は、全国で１か所しかお

得意様がありません。とてももうかっているとは考えられません。倒産すれば元も子もあ
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りません。財務状況、経営診断等をしっかりチェックしていただきたいと要請しておきま

す。専門機関に委託するなどして、かなり厳しい見通しを立てていただけたらと思いま

す。 

 ４点目は、処理コストの再点検です。 

 環境省の調査によりますと、平成３０年度の三豊市の処理費用はトン当たり３．９万円

となっており、全国平均よりもやや高くついています。本市でも、今まで明らかでなかっ

た運送料等も必要になってきます。いま一度処理コストの積算を示していただけたらと思

います。 

 ５点目は、藤井市長はごみ問題の原点を置き去りにして、普通の考え、普通のやり方で

ない燃料化方式に固執しています。一方、去る７月７日の徳島新聞によりますと、徳島市

では西新町地区の再開発に関して前市長が誤った判断をしたため、前市長個人に損害賠償

を請求すると報道されていました。老婆心ながら、徳島市の二の舞にならないよう申し添

えて、第３問を終わります。 

 第４問は、周辺対策事業についてです。 

 新ごみ処理施設の建設候補地が、紆余曲折ありましたが、阿波町東長峰に決まりまし

た。周辺地域の住民に対して説明会や全国で唯一稼働している香川県三豊市の施設を視察

していると伺っています。現時点では、周辺住民は総じて絶対反対というスタンスではな

いという雰囲気と伺っています。この背景には、東長峰ではごみを燃やさないという説明

が決め手になっていると考えられます。そこで重要になってくるのは、周辺対策事業で

す。参考のため、現在行っている周辺対策事業について調査しました。現在のごみ処理施

設は、土成町と吉野町にまたがって立地していますので、それぞれの町の事業実施基準を

定めて実施しています。土成町では半径１．５キロメートルを対象とし、生活環境及び産

業基盤の整備のための事業、地域コミュニティーの活性化のための事業などをしていま

す。一方、吉野町は町内全体を対象としています。 

 そこで、お伺いします。 

 １点目は、阿波町東長峰の周辺対策事業のエリア及び周辺対策事業の対象事業をどのよ

うに考えていますか。 

 ２点目は、財源です。 

 現在は、廃棄物中間処理施設対策基金を設置して、毎年度予算で定める額を積み立てて

います。そこで、今使っている古い施設における建設当初に実施した周辺対策事業の総額
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及び継続して行っている毎年度の周辺対策事業の累計額をお示しください。 

○議長（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） 阿波みらい川人議員の代表質問４問目、周辺対策事業につい

て複数ご質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目の周辺対策事業のエリア及び対策事業をどう考えるかについてでございますが、

新ごみ処理施設建設に付随する周辺対策事業については、今後の重要な課題となっており

ます。周辺対策事業の例を挙げますと、現有施設周辺でも実施している公園整備、歩道整

備、集会所新設工事、道路改良工事、道路新設工事などがございます。阿波町東長峰が新

ごみ処理施設の最有力候補地となっていることから、施設建設へのご理解、ご協力をいた

だくため、東長峰をはじめとする８つの自治会等に対して地元説明会や先進地視察を開催

しているところです。その地元説明会におきまして、施設建設に対して地元の同意が得ら

れた場合は、説明会に参加いただいている周辺自治会に対して周辺対策事業を実施させて

いただく旨、中央広域環境施設組合施設整備局からご説明をさせていただいております。 

 今後の施設建設において地元同意が得られた場合につきましては、施設建設準備と地元

自治会との協定書締結を並行して進めさせていただくことになると考えております。地元

自治会との協定書の締結につきましては、各自治会と周辺対策事業を含めた内容について

個別での協議も必要と考えております。 

 次に、２点目の旧来の施設建設に対して、当初に実施した事業費の総額及び毎年実施し

た事業費の累計額はについてでございますが、現在稼働している中央広域環境センターに

付随する周辺対策事業につきましては、本市建設部の所管ではございますが、建設当初に

実施した周辺対策事業の総額につきましては、平成１６年度に吉野町周辺対策事業として

総額で１億３，３２５万９，０００円、主な事業としましては町民グラウンド拡張工事な

どがあります。 

 同じく、平成１６年度の土成町周辺対策事業としては、総額で３億１，２８０万円、主

な事業として宮川内谷河川敷グラウンドゴルフ場整備工事などがございます。当初事業費

の合計といたしましては４億４，６０５万９，０００円となっております。 

 この周辺対策事業の累計額につきましては、平成１６年度から令和２年度までの累計額

となりますが、吉野町周辺対策事業が１８億６，４００万５，５８９円、土成町周辺対策

事業が２０億１，５０６万４，３２８円となっており、令和２年度までにおける２町の累

計額合計といたしましては３８億７，９０６万９，９１７円でございます。 
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 新ごみ処理施設における周辺対策事業費については、施設建設に伴う地方債借入れにお

いて国からの交付税措置による財政的な補填があり、この交付税を活用して周辺対策事業

を行ってまいりたいと考えております。 

 現施設と新ごみ処理施設を比較いたしますと、建設に係る費用が低コストとなること、

また現在の本市、吉野川市、板野町、上板町での広域処理から令和７年度には脱退するこ

とが決定している吉野川市を除く広域処理に変更になること、これらのことを加味いたし

ますと、現施設並みでの予算確保は難しいものと考えております。周辺対策事業につきま

しては、地元自治会の皆様との十分な話合いにより決定をさせていただきたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○１０番（川人敏男君） 周辺対策事業については、地元自治会等と誠意を持って話し合

っていただきたいと思います。 

 次に、風評被害についてです。 

 先進事例ですが、ごみ処理施設ができるというだけで農産物の販売価格などに影響を受

けています。阿波町林地区は一大農業地帯です。どのような対策を講じようとしています

か、ご答弁お願いします。 

○議長（松村幸治君） 町田副市長。 

○副市長（町田寿人君） 阿波みらい川人議員の代表質問の再問、農産物に対する風評被

害にどう対処するかについて答弁させていただきます。 

 廃棄物処理施設が農地の近隣に建設される場合、農産物などに風評被害が生じる可能性

があるのではないかと、新ごみ処理施設建設候補地の周辺で農業を営む方が心配するお気

持ちは施設建設をお願いする立場として十分理解しております。 

 中央広域環境施設組合施設整備局で調査を実施しましたところ、風評被害につきまして

は類似の調査をしましたところ、平成１１年に埼玉県でダイオキシン類による農産物の風

評被害の例はありましたが、それ以降農産物への風評被害は発生していないと聞いており

ます。また、令和７年稼働予定の新ごみ処理施設につきましては、可燃ごみを燃やさず、

微生物の力で発酵、乾燥させ、石炭の代替燃料となる固形燃料を製品化するシステムであ

ります。その処理過程において可燃ごみを燃やさないことから、ダイオキシン類は発生せ

ず、また処理水も外部に排出しないことから、安全・安心な施設であると考えておりま
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す。そして、新ごみ処理施設稼働後におきましては、環境面において定期的なモニタリン

グを実施し、客観的に数値で安全性を担保し、市民の皆様にも公表させていただきたいと

考えております。そして、誹謗中傷などのいわれのない行為に対しては、厳正に対処する

ことが重要であると考えております。 

 次に、農産物に対する風評被害対策については、まずは新ごみ処理施設の処理方式であ

る燃料化方式の安全・安心面について多くの皆様に理解を深めていただけるよう、市内外

に広く周知を行う活動が必要と考えております。具体的には、本年度の取組といたしまし

ては、新ごみ処理施設とはどのようなものか知っていただくようプロモーション動画を作

成し、７月３０日から阿波市のケーブルテレビで放送を開始するとともに、８月３日から

は阿波市ホームページでのユーチューブによる配信も実施しております。加えて、広報阿

波９月号で記事を掲載するなど、様々な取組を進めているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○１０番（川人敏男君） どうもご答弁ありがとうございました。 

 今回の質問を、ごみ処理施設に絞って感想を述べてみたいと思います。 

 本市では、ごみは焼却しないという大前提のもとに何もかもが進んでおります。したが

いまして、燃料化方式が何らかの原因で期待どおり進まない場合、進むに進めず、引くに

引けず、泥沼に足を取られた状態になりはしないかと心配します。 

 市当局のご労苦は察して余りあるものがありますが、結果が全てです。進行管理を抜か

りなく行い、さらなるご努力を期待して、私の質問を全て終わります。どうもありがとう

ございました。 

○議長（松村幸治君） これで阿波みらい川人敏男君の代表質問が終了いたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

            午後０時３０分 休憩 

            午後１時１９分 再開 

○議長（松村幸治君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、はばたき坂東重夫君の代表質問を許可いたします。 

 はばたき坂東重夫君。 

 

○５番（坂東重夫君） 議席番号５番坂東重夫、ただいまからはばたきを代表して質問さ
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せていただきます。 

 最初に、去る７月３日、静岡県熱海市伊豆山で発生した土石流災害、また前線停滞によ

る豪雨の影響で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災された地域

の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 それでは、最初の質問、新型コロナウイルスワクチン接種の状況についてであります。 

 この質問につきましては、さきの笠井一司議員の代表質問と一部内容が重複するかと思

いますが、ご答弁よろしくお願いをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症は、２０１９年１２月、中国湖北省武漢市において確認され

て以来、国際的に広がりを見せ、パンデミック状態となり、感染者は全世界で爆発的に拡

大しております。また、感染症は国内外で生命や経済に甚大な影響を及ぼし、未曽有の国

難と言われており、この収束は想定できないものがあります。 

 そういう状況の中、国においてはコロナ対策として最大の武器として位置づけているワ

クチン接種を、希望する全ての国民の２回接種の完了を１１月頃と掲げております。ま

た、全国で緊急事態宣言においては、現在５月２３日からの沖縄県、７月１２日からの東

京都を含め１都２府１道１７県の２１の都道府県が今月１２日まで、またまん延防止等重

点措置が１２の県に発令されております。徳島県においても、先月１９日よりとくしまア

ラート、国の基準のステージ４に相当する特定警戒が初めて発動されております。最近で

は、デルタ株への置き換わりから、全国的に感染者数が爆発的に増加し、医療逼迫を深め

ており、今後いかに感染者を抑えるかが重症者を抑制する観点からも重要であります。 

 本市においても、本年４月２６日より高齢者施設等の利用者からワクチン接種を始め、

阿波医師会のご協力のもと、健康推進課を中心に全庁を挙げて取り組んでおり、接種率に

おいては県下においても非常に最先端におり、心強く思っております。 

 それでは、質問に入ります。 

 １点目の阿波市でのワクチン供給量とワクチン接種の予約状況について、２点目の現在

までのワクチン接種実績について、３点目の今後のワクチン接種の未接種の方に対する勧

奨や周知方法について、寺井健康福祉部長にお聞きします。 

○議長（松村幸治君） 寺井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（寺井加代子さん） はばたき坂東議員の代表質問１問目、新型コロナウ

イルスワクチン接種の状況について幾つか質問をいただいております。順次答弁させてい

ただきます。 
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 まず、１点目の阿波市でのワクチン供給量とワクチン接種の予約状況についてでありま

す。 

 新型コロナウイルスワクチンの供給については、国において４７都道府県の配分量を決

定し、徳島県への配分が示されます。そして、県において、県内２４市町村の配分される

箱数、供給量が決定され、決められた日に配送されております。 

 阿波市に対するワクチンは順調に供給されており、９月６日現在、接種回数が４万３，

６８０回分に当たる３８箱のワクチンが配分されている状況です。 

 次に、ワクチンの予約状況ですが、８月１７日から接種対象年齢を１２歳以上としてお

り、接種対象となる全ての年代の方に接種予約を受け付け、順次接種を進めているところ

でございます。現在は、第３弾の接種を開始しており、次の第４弾の予約受付は９月１０

日金曜日に開始し、接種開始を９月１９日日曜日から予定しております。 

 次に、２点目の現在までのワクチン接種実績についてであります。 

 ６５歳以上の高齢者への接種につきましては、希望された方への接種が９月６日現在、

接種対象者数１万３，４９８人で、２回の接種を終えている方の接種率は約９０％となっ

ております。また、６４歳以下の接種につきましては、９月６日現在、接種対象者数１万

９，８８７人で、２回の接種を終えている方の接種率は３３％となっており、少なくとも

１回の接種を終えている方の接種率は６８％となっております。このことにより、９月６

日現在、接種対象年齢の全体で、対象者数３万３，３８５人で、１回のみ接種の方が２万

５，７０６人、接種率７７％、２回の接種を終えている方が１万８，６８３人で、接種率

５６％となっております。 

 次に、３点目の今後のワクチン接種の未接種者の方に対する勧奨や周知方法についてで

あります。 

 未接種の方の中には接種を迷われている方や、また高齢者に比べ若い世代では副反応を

心配する方や、根拠のない誤った情報に不安感や疑問を持つ方、感染しても軽症で済むと

思っている方などが一定数いると考えています。 

 そうした方々に、阿波市では、正しい知識で接種の判断をしていただくために、「新型

コロナウイルス感染症について知っておきたいこと～ワクチン接種は正しい知識で判断し

ましょう～」というタイトルでビデオを作成し、８月１７日から阿波市ケーブルテレビで

の放送を開始しております。また、翌１８日からは、阿波市ホームページでユーチューブ

による配信も行っております。さらに、毎月発行の広報阿波での新型コロナウイルスにつ



- 66 - 

いての記事を毎号掲載しています。 

 ワクチン接種は強制ではなく、あくまでもご自身や保護者の方などの判断によるもので

すが、判断を迷われている方、また誤った情報に不安感を持たれている方には、ワクチン

接種は自分の健康や命を守るだけでなく、家族や大切な人を守ることができることや、安

全で安心感のある社会生活を取り戻すために必要な手段であることなどから、正しい知識

で判断ができるよう、阿波市の広報媒体を活用し周知に努めてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 坂東重夫君。 

○５番（坂東重夫君） 順次答弁いただきました。 

 希望する阿波市民や、時には徳島県内で広域的に考え、情報収集や取組においても頑張

っていただいていると感じました。 

 それでは、再問いたします。 

 コロナ禍の収束が読めない中、藤井市長においては阿波市コロナ対策本部の本部長とし

て、対策会議の開催はもとより、様々なタイミングにおいて、ケーブルテレビを活用し市

長メッセージで感染拡大を防ぐ啓発や喫緊の情報を伝達するなど、全力で取り組まれてお

ります。 

 そこで、現在阿波市においては順調にワクチン接種も進められておりますが、４点目の

ワクチン接種の課題と収束見通しについてどのようにお考えか、藤井市長にお聞きしま

す。 

○議長（松村幸治君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） はばたき坂東議員の代表質問１問目の４点目、再問として、ワク

チン接種の課題と終了見通しについて答弁をさせていただきます。 

 現在、新型コロナウイルス感染状況につきましては、デルタ株による感染再拡大が全国

で急速に蔓延しております。そのため、感染拡大に歯止めをするためのいろいろな切り札

として、ワクチンの接種率を高めることが急務となっているところでございます。ワクチ

ン接種が進む中で、高齢者の新規感染者は少なくなり、ワクチンの効果が示されていると

思われます。引き続き、ワクチン接種を着実に進めることが重要と考えております。 

 また、接種者が変動することによりまして、ワクチンの余剰をつくらない接種の実施が

課題となっております。今後、県との協議を行いながら、貴重なワクチンを無駄にしない

よう取り組んでまいりたいと思います。 
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 次に、坂東議員ご質問の終了見通しについてでございますが、阿波市の新型コロナワク

チン接種につきましては、阿波市医師会の絶大なご協力のもと、全庁を挙げて取り組み、

ワクチンの供給も確保できていることから、第４弾の接種が終了する１０月末には接種対

象者の約８割の皆様が接種終了となる予定でございます。今後、ワクチン接種を迷われて

いる方、体調不良により接種できなかった方、また満１２歳を迎える方への接種を継続的

に行うために、阿波市医師会と関係機関との調整を図りながら、今までどおりオール阿波

市での体制づくりに努めてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 坂東重夫君。 

○５番（坂東重夫君） 答弁いただきました。 

 藤井市長が言われたように、阿波市民の安全・安心を守るため、関係機関とより一層連

携して頑張っていただきたいと思います。私たち市議会議員も、コロナ禍を真摯に受け止

め、藤井市長の答弁されたことを共に実行していきたいと思います。これでこの質問は終

わります。 

 次に、阿波市の財政状況の現状と課題についてであります。 

 阿波市の財政状況には、今議会に提出されている令和２年度一般会計歳入歳出決算書や

令和２年度健全化判断比率及び資金不足比率を見てみても比較的健全な状況にあると感じ

ております。今後、第４次行財政改革大綱や集中改革プランを着実に推進し、持続可能な

財政基盤の確立を進めていると聞いております。 

 しかしながら、先ほど質問いたしました新型コロナウイルス感染症拡大やそれに関連し

た影響が継続しており、これらの収束に向けて新型コロナワクチンの効果が期待されてお

りますが、その時期を明確に見通すことは現在不透明な状況にあります。 

 このような中で、感染症の影響により低迷した経済活動や疲弊した地域経済の回復には

時間がかかると見られ、本市においては市税を中心とした歳入について短期間での増収は

見込めない一方で、歳出については高齢化の進行や子育て等に対する社会保障経費が引き

続き必要であります。 

 また、当分の間、新型コロナウイルス感染症に対応する経費も基本的には国、県等の財

源充当を想定しながらも、市の一般財源も必要であります。 

 加えて、本市においては、今年度より普通交付税の合併算定替えの適用が終了し、一本

算定になったところであり、厳しい財政状況を余儀なくされると考えております。 
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 一方、市民の生活様式や働き方では、テレワーク・デジタルトランスフォーメーション

への取組が本市においても進んでいく時期を迎えると思います。行政においても、各種課

題、市民また社会ニーズに対応するため、これまでの事業の手法、認識について根本的に

見直し、持続可能な行財政運営を実現していかなければなりません。 

 それでは、質問に入ります。 

 １点目の令和２年度決算の評価について、坂東企画総務部長にお聞きします。 

○議長（松村幸治君） 坂東企画総務部長。 

○企画総務部長（坂東孝一君） はばたき坂東議員の代表質問の２問目、阿波市の財政状

況の現状と課題についての１点目、健全化判断比率も含めた令和２年度決算の評価につい

て答弁をさせていただきます。 

 まず、令和２年度決算の概要につきましては、歳入総額２６１億９，６３６万９，００

０円で、対前年度比２０億４，８６１万４，０００円、率にして８．５％の増、歳出総額

２５５億７０万４，０００円で、対前年度比２０億４５２万５，０００円、率にして８．

５％の増、歳入歳出差引き額は６億９，５６６万５，０００円で、翌年度へ繰り越すべき

財源１億８，０８７万円を除いた実質収支は５億１，４７９万５，０００円の黒字となっ

ております。 

 歳入では、新型コロナウイルス感染症対策による国庫補助金が４２億７，０００万円の

増額となる一方、合併特例債の償還終了や認定こども園の民間移管などの影響により、普

通交付税が３億８，０００万円の減額となりました。 

 歳出の決算額は、過去最高でありました平成２６年度を２億７，９８５万９，０００円

上回る最大の決算規模となりました。この増加の理由といたしまして、新型コロナウイル

ス感染症対策が上げられ、市民１人に１０万円を支給する特別定額給付金事業約３７億

円、市内の飲食店や小売店で利用できる商品券を発行するがんばる事業者応援する券事業

をはじめとする新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金約６億５，０００万円

など、感染拡大防止を図ったためであり、市民の皆様や中小企業で働く皆様を支援してま

いりました。 

 そのほか、子育て支援関連では、大俣認定こども園が竣工し、市内全ての保育所、幼稚

園が幼保連携型認定こども園に移行したほか、伊沢放課後児童クラブの新築、林放課後児

童クラブの増築を行うことで、本市の強みである子育て応援のまちづくりを進めていると

ころでございます。 
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 農業関連では、次世代型園芸ハウス整備のため、株式会社トマトパーク徳島様への交付

金として強い農業担い手づくり総合支援交付金事業を行い、産業の育成、企業誘致にも取

り組んでおります。 

 次に、令和２年度決算に基づく財政健全化判断比率、資金不足比率につきまして、順次

説明をさせていただきます。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率ですが、この２つの指標につきましては、全ての会

計が黒字決算でありますので、数値はありません。 

 実質公債費比率は８．０％と、昨年度に比べまして０．３ポイントの減となっておりま

す。減少した主な要因といたしましては、元利償還金や一部事務組合に対する負担金の減

少によるものでございます。 

 将来負担比率は、計算上借入金などの負債額より基金や普通交付税に算入される地方債

など、資産とされる額のほうが多いため、将来負担比率の数値はありません。 

 健全化判断比率につきましては、いずれの数値も早期健全化基準の範囲内ですので、健

全な財政状況にあると考えております。 

 資金不足比率につきましては、水道事業会計、農業集落排水事業特別会計とも健全な運

営で、資金不足の状況でないことから、資金不足比率はありません。 

 次に、基金現在高につきましては、令和元年度末現在高から約８００万円増の１３６億

２，０００万円となり、地方債現在高につきましては１億８，０００万円減の２１０億

１，０００万円となり、新型コロナウイルス感染症が拡大する厳しい経済情勢の中で行財

政改革の一定の成果が現れていると考えております。 

 ただいま答弁をさせていただきましたとおり、令和２年度における本市の財政は、実質

収支額、基金及び地方債現在高、実質公債費比率など、財政指標から健全な状況を維持し

ているものと判断しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 坂東重夫君。 

○５番（坂東重夫君） 答弁いただきました。 

 令和２年度決算における本市の健全化判断比率や積立金現在高及び地方債現在高の数値

を見て分かることは、将来世代に負担を残さない財政健全化に努める各部局の取組は評価

できるものであります。 

 また、コロナ禍の中、そして合併に係る普通交付税の合併算定替え措置も、最終の年に
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もかかわらず、歳入と歳出のバランスを調整しながらありとあらゆる要素を踏まえた健全

財政を維持していると感じました。 

 それでは、再問に入ります。 

 全国に約１，７００余りある地方公共団体の財政状況を考察するには、まず財政健全化

比率や各種財政指標によるのが一番分かりやすいと考えます。財政健全化比率とは、平成

１９年６月に交付された地方公共団体の健全化に関する法律において定められた４つの財

政指標で表すもので、どこの地方公共団体もそれらを決算と同時期に算出し公表しますの

で、客観的な比較やもう少し深く地域性、財政規模も加えて分析すれば検証できるもので

はと考えます。 

 そこで、２点目の財政健全化判断比率等財政指標からの現状、並びに３点目の今後の課

題も含めた財政運営について、併せて町田副市長にお聞きします。 

○議長（松村幸治君） 町田副市長。 

○副市長（町田寿人君） はばたき坂東議員の代表質問の２問目の再問を２点いただいて

おりますので、順次答弁させていただきます。 

 最初に、１点目の財政健全化判断比率等財政指標からの現状についてでございますが、

財政指標につきましては、健全化判断比率のほか、財政力指数、経常収支比率が一般的に

活用されております。 

 最初に、財政力指数は、普通交付税の算定上計算されるもので、指数が１に近いほど財

源に余裕があるとされており、令和２年度の本市の財政力指数は０．３５となっておりま

す。一般的には財政力指数が１を超えたら不交付団体といいまして、普通交付税がもらえ

ないというふうな制度になっているかと思います。 

 続いて、経常収支比率につきましては、財政構造の弾力性を測定する比率として用いら

れる数値でございまして、その数値が低いほど新たな財政需要に弾力的に対応できるとさ

れており、令和２年度の本市の経常収支比率は９５．３％となっております。 

 次に、これらの数値を他市と比較する場合には、類似団体との比較が多く行われており

ます。この類似団体は、人口や産業構造に応じて類型化したもので、本市と同じ類型は全

国で３５団体あり、近隣では香川県の東かがわ市、兵庫県の南あわじ市などが挙げられま

す。 

 各市町村の令和２年度決算における財政指標はまだ公表されておりませんので、令和元

年度で比較いたしますと、財政力指数は本市０．３４に対して類似団体平均は０．４１、
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順位は３５団体中２２位で、本市は平均を下回っていることがあり、今後財政基盤の強化

が必要であると考えております。 

 次に、財政健全化指標でございますが、先ほど企画総務部長のほうからも申し上げた部

分と重複しますが、実質公債費比率は本市８．３％に対して類似団体平均は８．５％、順

位は１６位で、今後も比率の改善を目指してまいります。 

 また、将来負担比率は、本市の数値はございませんが、類似団体平均は１４．９％と本

市より大きく下回っており、今後も悪化することのないよう慎重な財政運営に努めてまい

ります。 

 そして、経常収支比率は、本市９２．９％に対しまして類似団体平均は９２．４％、順

位は２２位ということで、主に普通交付税の減少により数値が上がっており、経常経費の

削減が必要となってきます。 

 続いて、２点目の今後の課題も含めた財政運営につきまして答弁させていただきます。 

 本市と類似団体とにおいて、財政指標の比較をいたしますと、財政力指数、経常収支比

率が類似団体中２２位であることから、財政力指数の改善につきましては、市税の収納率

向上、また課税客体の適正な把握に努めるとともに、ふるさと納税の推進、未利用財産の

売払いや貸付け、企業誘致の推進など、自主財源の確保に向けた取組をしっかりと進めて

まいります。 

 また、経常収支比率の改善につきましては、歳出構造の見直しが必要で、職員数の適正

化、組織や事務の見直し、民間活力の導入など、徹底した行財政改革を推進し、歳出の削

減、事務の効率化に取り組み、持続可能な財政運営を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 坂東重夫君。 

○５番（坂東重夫君） 答弁いただきました。 

 やはり財政指標は、決算数値から自治体の財政状況を図る物差しであり、阿波市の現状

がよく分かりました。現在、比較的良好な財政指標を維持向上させるために、副市長の答

弁した取組を継続的に実践していただき、持続可能な阿波市の財政基盤の構築、また維持

を継続していただくことをお願い申し上げ、この質問を終わります。 

 最後に、学校施設長寿命化計画についてであります。 

 本市では、平成２７年度に、国の要請に従い、公共施設に関する計画として阿波市公共
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施設等総合管理計画を策定しております。この総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具

体の対応方針を定める計画として、個別施設ごとの長寿命化計画、個別施設計画を策定す

ることとされたところであります。このうち、学校施設を対象として、基本的な方針に基

づく整備内容や次期費用等を具体的に表す計画が学校施設長寿命化計画であります。 

 学校施設は、子どもたちの学習、生活の場であり、充実した教育活動を存分に提供でき

るよう、快適で十分な安全性、防災性、防犯性を踏まえた施設整備を行う必要がありま

す。さらには、地域住民にとって最も身近な施設であり、生涯にわたる学習、文化、スポ

ーツなどの活動の場として、また非常災害時には避難所として重要な役割を担っておりま

す。 

 本市の学校施設の耐震化は、合併後の平成１９年度から平成２６年度の８年間で完了し

ております。今後、先ほども申し上げましたが、学校施設の重要性に鑑み、市内の１４校

の小・中学校の校舎のみならず、体育館等の老朽化対策は将来の財政状況も見通しながら

安全性を最優先として計画的に整備を進める必要があると考えます。 

 施設の劣化状況により点検や修繕等に要する技術が高コスト化するとともに、改修範囲

の拡大により費用が増加いたします。そのため、従来のような施設に不具合が生じた際に

対応する事後保全型の管理から計画的に施設の点検、修繕等を実施し、未然に防止する予

防保全型の管理へと転換することが国において求められております。要するに、適時的確

な整備が計画的に実施できるよう、学校施設長寿命化計画の策定が不可欠であります。 

 それでは、質問に入ります。 

 １点目の本市の計画の目的について、並びに２点目の計画策定のコンセプトについて、

石川教育部長にお聞きします。 

○議長（松村幸治君） 石川教育部長。 

○教育部長（石川 久君） はばたき坂東議員の代表質問の３問目、学校施設長寿命化計

画について２点質問をいただいておりますので、順次ご答弁申し上げます。 

 まず、１点目、本市の計画の目的についてのご質問ですが、この計画の策定に当たり、

本市の教育施設を安全で安心に長期にわたって使い続けるためには、改修費用の縮減、改

修予算の平準化、学校施設に求められる機能、性能の確保を図る必要があります。 

 現在、阿波市の小・中学校施設は１４校で、３９棟を有しており、阿波市公共施設等総

合管理計画２０２１におきましては、学校教育系施設の面積は６万９，８３４平方メート

ルで、本市が所有する公共施設面積全体の３２％となっているところであります。 
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 また、旧耐震基準で建築された小・中学校施設については、耐震補強を併せた大規模改

修工事を平成２６年度末に全て完了し、それ以外の築３０年以上が経過した施設について

は計画的に大規模改修工事を実施しております。 

 将来的に多くの施設で老朽化による修繕費の増大が想定されることに加え、国が策定し

たインフラ長寿命化基本計画においても令和２年度までに個別施設ごとの長寿命化計画策

定が求められていることから、総合的な観点での整備や管理運営の適正化を目的として、

昨年度阿波市学校施設長寿命化計画を策定したところであります。 

 今後は、この計画に基づきまして、中・長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮

減や予算の平準化を図りながら、安全で安心な教育環境の確保に努めてまいります。 

 次に、２点目の計画策定のコンセプトについてですが、まず阿波市学校施設長寿命化計

画の策定に当たっては、中・長期的視点に立った教育インフラのコスト管理が大きな目標

の一つに上げられます。 

 本市において、市町村合併に伴う財政支援措置が徐々に終了し、厳しい財政状況の中で

効率的、効果的な施設の老朽化対策を進めるためには、従来のような建築後４０年程度で

改築するのではなく、コストを抑えながら建て替えと同等の教育環境を確保する必要があ

り、国からは排出する廃棄物量も抑える方法が求められています。柱、はり、壁といった

構造躯体を再利用する長寿命化改修においては、工事費の３割を占める構造躯体工事が不

要であり、解体量も削減でき、工期も短縮されることから、合わせて４割程度のコストダ

ウンが見込まれます。改修等の実施に当たりましては、児童・生徒にとって時代に即した

学習環境を提供できるよう最大限に配慮し、建物の耐久性の向上や設備の省エネ化を図っ

てまいります。本計画は、５年を単位に見直しすることを基本としておりますので、市の

財政状況や国等の制度変更に併せて適宜改定を行い、過去の改修や修繕履歴などもデータ

として蓄積し、予防保全型コスト算定や継続的な施設管理に活用できるよう努めてまいり

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 坂東重夫君。 

○５番（坂東重夫君） 順次答弁いただきました。 

 阿波市の将来世代を担う、またそれぞれの地域に居住する市民のために、建設時からの

経緯、様々な要素を加味して策定されていると感じました。ぜひその計画が、長期間では

ありますが、実施できるようお願いしておきます。 
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 それでは、再問いたします。 

 ただいま部長のほうから答弁いただきましたが、それらも含め教育長に３点目の将来に

向けての運用並びに思いについてお聞きします。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） はばたき坂東議員の代表質問の３問目、学校施設長寿命化計画

についての再問、将来に向けての運用並びに思いについて答弁させていただきます。 

 学校施設は、子どもたちの学習、生活の場であり、学校教育活動を行うための基本的な

教育条件であります。このため、充実した教育活動が展開できる機能的な施設環境を整え

るとともに、豊かな人間性を育み、快適で十分な安全性や防災性、防犯性、そして衛生的

な環境を備えたものでなければなりません。 

 本市の学校施設では、平成１９年度から平成２６年度に大規模改修工事を併せた耐震化

工事が完了いたしました。平成２９年度には、全小・中学校において普通教室へのエアコ

ンの設置、令和元年度には校舎エレベーターの設置が完了いたしました。また、トイレの

洋式化や自動水栓手洗い場の整備も行い、快適で安全に利用できる施設整備を行ってまい

りました。しかし、本市の学校施設は、昭和４０年代後半の児童・生徒数の急増期に一斉

に整備されたものが多いことから、老朽化による安全性の低下や修繕費の増大が今後の課

題となっております。そのため、昨年度策定いたしました阿波市学校施設長寿命化計画に

基づき、学校施設を長く使えるよう計画的に整備してまいりたいと考えております。 

 財政負担の縮減や平準化を図りながら、災害時においても十分な安全性や機能性を確保

し、新しい時代の学びを支える安全・安心な教育環境の実現と児童・生徒の健やかな学び

の保障を両立できるよう最大限努めてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 坂東重夫君。 

○５番（坂東重夫君） 答弁いただきました。 

 ただいま答弁されたように、本市においても阿波市の宝である子どもたちのため、長岡

藩の米百俵の精神のように、本市の教育行政がさらに向上していくことをお願い申し上

げ、私の全ての質問を終わります。 

○議長（松村幸治君） これではばたき坂東重夫君の代表質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午後２時０２分 休憩 
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            午後２時１４分 再開 

○議長（松村幸治君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１３番吉田稔君の一般質問を許可いたします。 

 １３番吉田稔君。 

 

○１３番（吉田 稔君） それでは、議長の許可をいただきましたので、吉田稔、一般質

問をさせていただきます。 

 まず、第１番目でございます。 

 近年、気象の専門家から言わせれば、地球温暖化の影響で台風が大きくなったんでない

だろうか、あるいは豪雨でもひどくなったんじゃないかというふうな話をされる方もござ

います。確かにここ数年の間に大きな土砂災害が日本各地で起きております。我が阿波市

もこれは人ごとでないなと。特に山間部を多く抱えておりますので、防災・減災について

はかなり真剣に取り組まなければいけないなと思っておるところでございます。 

 そこで、本市の土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の現状と対策はどうされているの

か。 

 それともう一つ、定期、不定期の点検や対策はされているのかについて、担当部長のほ

うからそれぞれお願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 川野建設部長。 

○建設部長（川野一郎君） 吉田議員の一般質問の１問目、土砂災害からの防災・減災に

ついての１点目、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の現状と対策はどうされているのか

のご質問に答弁させていただきます。 

 我が国は、国土の約７割を山地、丘陵地が占め、地質的にも脆弱で、梅雨時期の集中豪

雨や台風に伴う豪雨などにより、急傾斜地の崩壊、土石流及び地滑りを原因とする災害が

全国各地で発生しています。国は、２２年前の平成１１年６月に起きた未曽有の広島６月

豪雨災害を教訓として、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律、いわゆる土砂災害防止法を平成１３年に施行するとともに、土砂災害防止対策基本指

針を定めております。 

 徳島県は、この基本指針にのっとり、土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の

地形、地質、土地利用状況などから、土石流、崖崩れ及び地滑りによる人的被害が発生す

る可能性のある箇所を対象に、基礎調査を実施し、市町村と連携して土砂災害防止法に係
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る地元説明会を開催した上で、災害が発生するおそれがある土地を土砂災害警戒区域とし

て指定しています。また、警戒区域のうち、著しい災害が発生するおそれのある土地を土

砂災害特別警戒区域に指定することにより、土砂災害の防止対策の推進を図っておりま

す。本年３月末時点の県内の指定状況は、土砂災害警戒区域が１万２，４０１か所、その

うち県民の生命に著しい危害が生じるおそれのある特別警戒区域は１万１，６２７か所指

定されています。 

 議員ご質問の本市の指定状況ですが、土砂災害警戒区域が３１３か所、このうち特別警

戒区域は２９４か所指定されており、土砂災害の種類ごとの内訳は、土石流危険渓流が６

７か所、うち特別警戒区域５０か所、急傾斜地崩壊危険箇所は２４６か所、うち特別警戒

区域は２４４か所となっております。 

 次に、土砂災害警戒区域などの対策についてでございますが、土砂災害警戒区域は、急

傾斜地の崩壊などが発生した場合に市民の生命または身体に危害が生じるおそれがあると

認められる区域で、市民に対し危険の周知、警戒避難体制の整備を整えるため、平成１７

年７月に阿波市地域防災計画を策定して、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定

め、令和元年９月には土砂災害による人的被害を防止するために、危険性がある地域や指

定避難所、医療救護所などを示したハザードマップを作成し、市内全戸に配布しておりま

す。 

 また、土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ市民の

生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、県から特定開発

行為、建築物の構造規制や移転勧告の措置について許可を受ける必要がございます。 

 今後におきましても、国や県などの関係機関と連携し、毎年のように変化する土砂災害

などに関する最新の情報を、阿波市地域防災計画へ反映し、維持するとともに、台風の接

近や大雨により土砂災害警戒情報の発表が予測される気象状況においては、早期からの情

報収集に努め、発表時には直ちに音声告知端末や屋外拡声器、放送事業者などあらゆる媒

体を活用し、市民にいち早く安全な避難行動や命を守る行動を取るよう伝達してまいりた

いと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉川危機管理局長。 

○危機管理局長（吉川和宏君） 吉田議員からの一般質問の１問目、土砂災害からの防

災・減災についての２点目、定期、不定期の点検や対策はされているのかについて答弁さ
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せていただきます。 

 国土交通省は、土砂災害の防止及び被害の軽減に関して、国民の関心と認識を深めるた

め、毎年６月を土砂災害防止月間としております。この期間中に、市民の皆様の生命、財

産を土砂災害から守るべく、土砂災害危険箇所の巡視を行っております。今年度は、６月

２４日に徳島県東部県土整備局及び徳島中央広域連合消防本部、阿波吉野川警察署、阿波

市消防団並びに市の建設課、危機管理課の職員により巡視を行いました。巡視箇所は、新

規に指定された区域を中心に、市内の土砂災害特別警戒区域を見回り、土砂災害の危険箇

所の現状把握に努め、関係機関と情報を共有しております。市として把握しております危

険箇所につきましては、阿波市総合ハザードマップに反映されておりますので、市民の皆

様には避難場所や避難経路について事前の確認をお願いしたいと考えています。 

 今後におきましても、行政と市民、関係機関等がそれぞれの役割において連携し、地域

の防災力の向上や未然の防止策に全力で取り組んでまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１３番（吉田 稔君） 阿波市でも土砂災害警戒区域が３１３か所もあるということ

で、私も初めて知りました。その中でも、人的被害を及ぼす影響が大きいというところ、

特別警戒区域が２９４か所もあるということでございます。もうここ最近、西日本でも各

地で被害が出ておりますが、我々阿波市もかなり厳重に警戒しなければいけないなと思い

ました。市民の皆様には警戒区域を記したハザードマップを全戸に配布してると。まさか

のときには避難場所も記してあるということで、ハード、ソフト面でフォローはしている

ということでございましたが、７月でしたか、静岡県の熱海で大きな土石流が起きまし

た。あれ市や県のほうが避難警告あるいは勧告というのを早くやっておれば、あそこまで

被害は出なかったかも分からん。崩れるのはもう仕方ないとしても、人的被害、二十何人

も亡くなるということはなかったかも分からないというふうなことも言っておりました。

いざというときに、災害対策本部で、市長を中心にチームを組んで当たっているそうでご

ざいますが、そういった的確な判断というのは非常に大事になってくると思います。そう

いったときに、ひとつ後れをとらないように、避難指示なり、勧告なりを出していただき

たいと思います。 

 それから、この熱海で土石流が起こったことに対して、国のほうは各県でももう一度点

検してほしいということで、徳島県でも災害区域に盛土があるか、あるいは今大丈夫かと
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いうことを再点検するような指示が国から出ておるようでございますが、阿波市の場合は

どうであったのか、担当部長にお聞きいたします。 

○議長（松村幸治君） 川野建設部長。 

○建設部長（川野一郎君） 吉田議員の一般質問の１問目、土砂災害からの防災・減災に

ついての再問、県における点検や対策の状況についてのご質問に答弁させていただきま

す。 

 徳島県東部県土整備局吉野川庁舎では、先ほども議員が申されましたとおり、本年７月

に発生した静岡県熱海市における土砂災害を受けまして、県が管理する砂防堰堤の緊急点

検を実施しており、本市にある市場町の野田原谷と土成町の飛行谷の２基の堰堤の堆積状

況を確認しております。県からは、いずれの堰堤も異常はなかったと聞いております。 

 また、土砂災害の被害を軽減することを目的としたハード対策といたしまして、県にお

いて実施中の以前に災害があった阿波町の芋場谷及び飛行谷の砂防堰堤工事が今年度完了

の見込みと聞いており、完成後はこれら渓流における土石流災害への安全度が向上すると

期待しております。 

 今後も、国や県などの関係機関と連携いたしまして、土砂災害から人命を守るため、ハ

ード対策のみならず、危険性のある区域を明らかにする警戒避難体制の整備など、ソフト

対策の充実を図るとともに、引き続き災害防止工事等のハード対策についても県への要望

を重ねてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１３番（吉田 稔君） 県による緊急の県内の一斉検査の結果、阿波市では今のところ

危険な箇所はないようであるというようなことでございました。ただ、自然相手でござい

ますので、豪雨時には何があるか分かりません。やっぱり地元の市を中心に、あるいは地

域の地元の方の声を聞きながら危険箇所の点検は年中滞りなくやっていただきたいという

ように思っております。取りあえずこういうことで防災・減災についての質問の項を終わ

らせていただきます。 

 ２点目についてでございます。 

 農業ため池の管理についてということでございます。 

 もう３年前でしたかね、西日本でため池が二十数か所崩れたということで大きな問題に

なりました。まさかため池が決壊するとはと、地元は思っていたようでございますが、こ
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れもやはり老朽化しているということも原因であろうかと思います。あるいは、地震で崩

れる場合もあります。日頃の点検が大事だということを示した事例でございます。 

 そこで、阿波市にも六十数か所県が指定した防災重点ため池があるようでございます。

特に今回は、阿波町の東長峰が新ごみ処理場の候補地に上がっておりますので、そのすぐ

北に隣接している釜谷池というのがございます。貯水量は約１０万トンで、かなり大きな

農業用ため池でございます。県のほうが機能診断を順次しているそうでございますが、こ

この釜谷池というのはゴルフ場に併設しておりまして、ゴルフ場に迷惑のかからないとき

に診断をしなければいけないということで、少し診断の着工時期が延びているようでござ

います。その点、ひとつ県のほうはどういう予定にしているのか、場合によったらまた市

とか土地改良区も一緒に協力してゴルフ場の了解も得ながら機能診断をしていただきた

い。その結果によっては、また補強も必要である場合もあろうかと思います。まず機能診

断が大事でございますが、県のほうとしてはいつ頃着工されるのか、副市長にお聞きいた

します。 

○議長（松村幸治君） 春木副市長。 

○副市長（春木尚登君） 吉田議員の一般質問の２問目、農業用ため池の管理について。

阿波町東長峰に所在する釜谷池は、新ごみ処理場候補地の上流に隣接し、防災重点ため

池、特定農業用ため池として県に指定されている。県による機能診断はいつ頃着工される

のかについて答弁をさせていただきます。 

 平成３０年７月の豪雨災害を契機に、農林水産省により防災重点ため池の選定の考え方

が見直され、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるお

それのあるため池とする新たな基準に基づき、本市では徳島県により釜谷池を含む６３か

所が選定されております。 

 また、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、農業用た

め池の管理及び保全に関する法律が令和元年７月に施行され、防災重点ため池のうち、地

方公共団体が管理する農業用ため池を除いたものについて、県は関係市町村長の意見も聞

いた上で特定農業用ため池として指定することができ、本市では釜谷池を含む６０か所が

指定されております。 

 さらに、令和２年１０月１日に施行されました防災重点農業用ため池に係る防災工事等

の推進に関する特別措置法において、決壊による被害から国民の生命、財産を守るため、

県や市町村、関係団体と連携し、集中的かつ計画的に防災工事等を行うこととされており
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ます。この法律の施行を受けまして、県は関係市町村と連携し防災工事等推進計画を取り

まとめ、決壊危険性の評価や防災工事等を速やかに進めていくこととしております。 

 議員ご質問の県による機能診断はいつ頃着工されるのかについてでございますが、機能

診断には地震や豪雨に対する耐性の評価のほか、ため池の劣化状況を評価する項目が挙げ

られてます。今年度におきましては、釜谷池を含む市内全ての防災重点ため池において、

構造や水利機能の低下状況を把握し、防災工事の必要性を判断するために、ため池劣化状

況評価業務を順次実施していただいているところでございます。劣化状況評価を実施後

は、ため池が決壊した際の影響を考慮した優先度に応じ、地震、豪雨耐性評価を行い、防

災工事が必要と判断されたため池で対策工事を実施する方針であるとお聞きしておりま

す。 

 本市といたしましては、市民の安全・安心を確保するためにも、県や地元土地改良区と

連携を密にし、釜谷池を含めた市内全ての防災重点ため池の機能診断の円滑な推進に向け

て徳島県と連携して取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１３番（吉田 稔君） 市内には特定農業ため池が６０か所指定されているということ

で、順次県のほうから診断をしていっているということで、釜谷池も順番が来たらやると

いうような話でございます。ゴルフ場と併設されておりますので、いろいろ段取りもあろ

うかと思いますが、そこは県と市と地元の改良区あるいはゴルフ場と相談の上で速やかに

進めていただけたらと思っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、３番目、野にある野井戸の管理についてということで質問してございま

す。 

 市内の圃場整備ができたところは、井戸を撤去して、一旦全部の四角い農地に整備し

て、非常に効率がよい農業をしております。しかしながら、まだ圃場整備ができていない

地域もたくさんございます。そういった中には、野井戸というか、もう古井戸になってし

まったんですが、セメントの四角柱のコン柱で上を蓋して、利用というか、もうそのまま

置いてあるところも点々とございます。 

 現在、借りて農業をする方という方が増えておりますので、借りた土地に井戸があるか

ないかというのも分からない状況もかなりあるようでございます。自分の土地だったら、
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井戸を埋めて、その上に土載せて、作物を作っているとかというふうなことは、親からあ

るいはおじいさんから聞いて分かっとるんでございますが、やっぱり他人の土地を借りた

場合、特にまた耕作放棄地であった場合は、もう草が生い茂って、池があるのか、井戸が

あるのか、それも分からないようなところも結構目立っております。 

 私も、近所で実は大阪の方が、地元では親がいないので土地の管理に困っておるんでご

ざいますが、荒れている農地を大阪の方がひいてくれますかということで、トラクターが

乗り入れてひいておったんですが、まさか田んぼの真ん中あたりが陥没していたというこ

とで非常にびっくりしました。トラクターがもしも落ちたら、これトラクターが３台か４

台入るぐらいの大きな穴でございました。というのも、農地の真ん中でセメントで井戸を

蓋して、その上に土を載せて作物を作っていた土地でございますが、ここ５年ぐらい作り

手がなくて、耕作放棄されておったんでございます。その間に、もぐらが井戸の上で穴を

開けたんかどうか知りませんが、土や砂が井戸の中へ落ちて、結局井戸の上の蓋が陥没し

ていたんです。私も、まさか五、六年前に土地をひいたときはそんなことはなかったんで

すが、久し振りに耕うんしてると陥没しているところに出くわしました。もう少しで落ち

るかなというところまで行ったんでございますが、若い農業後継者がこの頃農地を借りて

非常に拡張しております。農作業というのは、春の植付け、秋の収穫とかといういっとき

に集中しますので、もう一生懸命１反当たりできるだけ時間を短くして次の農地へ行かな

ということで、必死で皆トラクター作業をしておりますので、慌ててひいていった場合、

もしも目の前に井戸の蓋が開いてたとか陥没したらこれ非常に大きな問題になるなという

ふうに私も実感したところでございます。 

 また、近所にも同じく、他人が借りてる農地のへりに井戸があるんでございますが、井

戸の蓋が全面のセメントの蓋でなしに、２０センチ四角で長さが１メートル５０ぐらい

の、コン柱を隙間を空けて格子状に置いてあるんです。全部並べるとちょっと高くつくか

らというんで、隙間があって並べてあるんで、これ農作業に子どもを連れてきてそこらで

遊んでいたら落ちるんとちゃうでと、こう近所の方に言われました。その地主も、実はも

う夫婦が施設に入っておりまして、いないので、この井戸の全面に蓋をするとか埋めると

かという話もできない状況でございます。そういった思わぬところに井戸があります。ま

だ圃場整備がしてないところでは点在しているようでございます。そういったところに市

のほうが少し補助して、地主の了解を得て埋めるなり蓋を完璧にするなりすれば、農作業

中の事故もなくなるし、子どもがついてきて遊んでいても落ちる心配もないんじゃないか
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なと。目の前でそういう状況を見ますと、非常に怖い状況でございます。 

 井戸というのは、上部のへりの直径よりか下が大きいんです。もう一旦落ちたらなかな

か一升瓶とか土瓶みたいなもんで、下が膨らんでいるので上へ石垣を伝ってでも上がれな

いような構造にほとんどはなっております。これは、もう事故をしてからではちょっと遅

いなと。圃場整備ができれば、もうこれも撤去して四角い農地になるんですが、なかなか

できていないところは野井戸が点在しております。そういったところに、今度農業後継者

にどんどん農地を、農業委員も、我々も皆あっせんしているんでございますが、草が茂っ

ていると井戸の上の状況も分からない状況でございます。しかも、トラクターが大きくな

って重量があるもんですから、少々のコン柱だったら折れて落ちてしまうというような状

況でございます。もう地主で井戸を埋めようかという勢いのある方もなかなかこの頃いな

いんで、市の補助があれば借りた人がやってもいいというふうな声も私に届きました。 

 ということで、市のほうでこういう井戸、もう古井戸が多いんですが、危険性除去のた

めに、地主なり借手が埋設するなり、蓋を頑強にするなりする場合に補助はできないかと

いうことで今回質問させていただきました。 

 市のほうでは、単独事業で一毛田、ふけの田というんですが、それを乾いた農地にする

ために暗渠排水の設備には補助を出しています。それから、小さな農地を、あぜをのけて

１枚に広くするという小さな圃場整備にも補助を出しております。その一環として、古い

井戸の蓋を頑強にするなり、埋めるなりする地主なり借手がおるんであれば補助してあげ

たら、危険性もなくなり、若い後継者も安心して農地を借りて農作業ができるんでないか

なと思いまして、今回補助はできないかということで質問いたしました。担当部長の答弁

をお願いします。 

○議長（松村幸治君） 岩野産業経済部長。 

○産業経済部長（岩野竜文君） 吉田議員の一般質問の３問目、野井戸の管理について。

田畑に点在し、農作業事故等の危険性が高い野井戸の埋設経費に補助はできないかについ

て答弁させていただきます。 

 野井戸とは、田畑の間にあって、昔からよく使われている深さ約８メートル程度の石積

みで作られた掘り井戸のことで、主にかんがい用に利用されてきました。本市に残る旧土

成町史によりますと、用水施設が整備されたことにより利用しなくなった野井戸が当時の

市場警察署管内である市場町、阿波町、土成町には約３，３５０か所もあり、子どもたち

の転落事故が多く発生したという記述がございます。 
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 また、本市を含む吉野川北岸地区は古くから農業用水の確保に悩まされておりました

が、昭和４６年に着工されました国営総合かんがい排水事業が平成元年度に完成し、吉野

川北岸用水として通水が開始されて以来、年間を通して安定した農業用水の供給が可能と

なりました。同時に、県営事業などによりパイプラインの整備が進み、飛躍的に用水利用

の効率化が図られ、現在では多くの野井戸がその役割を終えているのが現状であると考え

ております。 

 そこで、議員ご質問の野井戸の埋設経費に補助はできないかでございますが、多くの野

井戸は、作業時の事故や耕うん時の作業効率の低下などにつながることから、営農に支障

を来しているものと認識しております。野井戸を埋設し、農地として利用することによっ

て農業従事者が農作業を安全に安心して行うことが可能となり、農作業の効率化が図ら

れ、生産性の向上にもつながります。農作業事故等のおそれのある野井戸につきまして

は、課題であると考えておりますが、補助制度につきましては慎重に検討してまいりたい

と考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１３番（吉田 稔君） 部長の答弁では、慎重に検討したいということでございます。 

 農業法人とか若い認定農家の方の声も聞いていただきまして、現場はどうかなというの

は言ってもらえると思いますので、必要性があれば――私は必要性があるなと思うんでご

ざいますが――前向きに検討していただけたらと思います。この件については終わりま

す。 

 次に、最後になりましたが、４点目でございます。 

 公共施設等総合管理計画の見直しについて質問いたします。 

 本市の公共施設は、令和２年度末で総数３５６にわたり、その４割は建築後４０年を経

過していると。老朽化が進行しており、その更新経費が課題になっているところでござい

ます。市民の利便性を一番に考えた最適配置を目指すことが重要ではありますが、財政面

でも普通交付税の合併特例措置も昨年度で終了いたしまして、現在普通交付税も大きく減

額されています。さらには、人口減少、少子・高齢化により市税等の自主財源の伸びも見

込みにくく、そういった経済情勢でございます。歳出においては、社会保障関連経費の増

加が予想されます。 

 このような状況の中で、持続可能な公共施設の運営を行っていくためには、市民ニーズ
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に配慮した計画的で長期的なマネジメントが非常に重要となります。 

 本市は、平成２７年度に阿波市公共施設等総合管理計画を策定されております。そし

て、２９年度には個別の施設ごとの管理計画も策定しております。しかし、今回その両計

画について、より現実的な、より精度の高い見直しをしようということで取組を進めてい

るそうでございます。 

 そこで、本市の現状計画について、そして見直しの目的や理由について、担当部長にお

伺いいたします。 

○議長（松村幸治君） 坂東企画総務部長。 

○企画総務部長（坂東孝一君） 吉田議員の一般質問の４問目、公共施設等総合管理計画

の見直しについての１点目、現状の計画と見直しの目的や理由についてのご質問に答弁を

させていただきます。 

 吉田議員のお話のとおり、本市におきましても昭和４０年代後半から多くの公共施設を

整備してきました経緯から、それら施設の老朽化が進行している一方で、少子・高齢化に

伴います社会保障費の増加、人口減少、特に生産年齢人口の減少に伴います税収の減少な

ど、財政状況は厳しい状況でございます。 

 そこで、多額の費用がかかります公共施設やインフラ施設の管理への取組が重要と考

え、施設全体の管理に関する基本的な方針を定めた阿波市公共施設等総合管理計画を平成

２７年度に策定しております。この計画におきまして、公共施設の管理に関する基本方針

を決定する上での指標ともなります人口の動向や財政の状況を分析したほか、施設の更新

費用の試算も行っております。試算結果によりますと、毎年多額の財源が不足するという

予測が示されました。 

 このような現状から、阿波市公共施設等総合管理計画におきましては、将来の人口や財

政状況、また市民ニーズをしっかり踏まえながら、機能維持を図るだけではなく、施設の

機能、性能、安全の向上も含めた長寿命化工事を実施するなど、既存施設の抜本的見直し

に取り組んでおります。平成２９年度には、その総合管理計画に基づき個別施設ごとの具

体的な方針を定めた阿波市公共施設個別管理計画を策定しております。平成３０年度から

令和４年度までの５年間を第１期マネジメント期間と設定いたしまして、以後令和１９年

度までの合計４期、２０年間のマネジメント期間を設け事業を進めております。 

 成果といたしましては、平成２７年度から令和２年度の５年間に施設の集約化や譲渡、

除却事業によりまして、施設の総延べ床面積が約５，７００平方メートル、全体の約３％
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減少いたしました。そのほか、旧市役所を阿波地域交流センターへと改修し、阿波運転免

許センターなどへ施設の一部を貸付けするなど施設の利活用事業に取り組み、財政状況に

配慮した適切な施設管理に取り組んでいるところでございます。 

 総合管理計画の見直しに関しましては、個別管理計画の内容を反映させた見直しに取り

組むよう国から要請がありましたこと、総合管理計画策定から５年が経過し、本市を取り

巻く状況や事業の実施により公共施設の状況にも変化がありましたことから、令和２年度

より阿波市公共施設等総合管理計画の見直しを行い、今年５月に改定いたしました。 

 今回の改定では、さらなる公共施設マネジメントを推進するため、施設延べ床面積の削

減目標を設定いたしました。削減目標につきましては、個別管理計画のマネジメント期間

であります１期５年間で施設延べ床面積を６，５００平方メートル削減、４期２０年間で

２万６，０００平方メートルの削減を目指すことといたしました。 

 今後につきましては、計画に沿って事業を推進するとともに、ライフサイクルコストの

削減や建物の日常点検などを行い、既存施設の使用年数をできるだけ延ばすなど、更新費

用の削減を図っていく努力をしてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１３番（吉田 稔君） 国のほうからの指示もあったんだろうと思いますが、国も財源

が厳しい、地方もそうでございます。合併前に造った箱物について、必要なものは残す、

あるいはダブるものは集約するという、一つ見直しが大変必要であろうかと思います。 

 阿波市も合併して１５年間で人口が６，３００人減ったというデータが出ております。

合併当初４万１，０００人余りおった人口でございますが、令和２年ではもう３万４，０

００人余りということで、１５年間で６，３００人減少しております。１年平均しますと

４００人余り減っているということで、税収も同じく減っている状況でございます。そん

な中で、今まで建てた箱物を維持していくということは、今後必要なサービスに予算が回

せないということになります。いかにスリム化するかということが大きな課題であろうか

と思います。 

 そこで、町田副市長にお聞きしたいんでございますが、当初の計画、もう一度見直して

いく、現実的なものに、あるいはニーズに合ったものに集約していくということでござい

ますが、コンサルとかに任さずに自前でやるような話も聞いておりますが、どういった方

法で見直しを具体的に進めていっているのかお聞きいたします。 
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○議長（松村幸治君） 町田副市長。 

○副市長（町田寿人君） 吉田議員の一般質問の再問、今後の具体的な見直しへの取組や

手段についてどのように考えているのかについて答弁させていただきます。 

 先ほども議員のほうから申されておりましたが、本市の公共施設は老朽化が進行してい

る状況でございます。これら老朽化を迎えた施設につきましては、市民の皆様が安全・安

心で快適な施設利用ができますよう、施設の更新が必要となっているところでございま

す。また一方で、今議員が申されましたように、国勢調査によりますと、本市の人口は昨

年度１０月１日基準でいたしました令和２年度の速報値では３万４，７６１人と、阿波市

が誕生した平成１７年から１５年間で６，３１５人減少しております。今後もこの傾向が

継続されることが予測されております。 

 次に、本市の財政状況につきまして申し上げますと、市町村合併に伴う普通交付税の特

例措置等が終了しましたことから、普通交付税におきましてはピークでありました平成２

７年度からは約１０億３，０００万円減少しており、財政状況が厳しくなるものと考えら

れます。先ほど企画総務部長の答弁にもありましたが、今年５月に阿波市公共施設等総合

管理計画を改定いたしましたことに伴いまして、各施設の具体的な方針を定めました阿波

市公共施設個別管理計画の見直しを現在行っているところでございます。現在の個別管理

計画の内容を精査しまして、より精度が高く実効性のある計画への改定としたいというこ

とで、やり方といたしましては、所管する市職員で設置する阿波市公共施設マネジメント

推進プロジェクトチームを設置したところでございます。現在、プロジェクトチームで

は、各施設の劣化状況、使用頻度及び建設時の財源調査など、個別管理計画を検討するた

めに必要な各種調査を進めているところでございます。 

 今後の公共施設の管理につきましては、人口減少や厳しい財政状況への課題に対応する

ほか、少子・高齢化や社会的ニーズの変化などにより利用頻度が減少している施設もある

ことから、市民の皆様のニーズを十分踏まえた上で施設全体の適正化を図っていくことが

重要だと考えております。 

 今後、個別管理計画の改定に向けまして、このプロジェクトチームを中心に各種調査を

まとめ、各施設のマネジメントの方針を十分検討し、より実効性のある計画に改定、そし

てその計画に基づき事業を進めることによりまして、将来行政需要の増大が見込まれる

中、市民の皆様のニーズに適応した持続可能な行政運営ができますよう適切な公共施設の

管理に努めてまいりたいと考えております。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１３番（吉田 稔君） 今、副市長から見直しについてお話をいただきました。 

 コンサル会社に丸ごと頼むというんでなしに、市の職員でチームを組んでやってみたい

ということでございます。阿波市の内情は、市の職員が一番よく知っていると思います。

市民がもう必要でない、不要になった施設というのは、もう思い切って整理していかなく

てはいけないと思います。しかしながら、時代に合った市民からのニーズというのもござ

います。そういったところはひとつ大事に残していただきたいと思います。地方交付税が

少なくなっていく、あるいは市の人口が減り自主財源も少なくなっていく中で、見直しと

いうことは非常に大事なことでございます。見直して、浮いた財源はまたひとつ必要な部

門に回していただけるように、今回思い切った計画を立てて、また実施に移していただき

たいと思います。 

 以上をもちまして私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（松村幸治君） これで１３番吉田稔君の一般質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            （２番 武澤 豪君 早退 午後３時０１分） 

            午後３時０１分 休憩 

            午後３時１４分 再開 

○議長（松村幸治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番中野厚志君の一般質問を許可いたします。 

 ８番中野厚志君。 

 

○８番（中野厚志君） それでは、議席番号８番中野厚志、ただいまから質問を始めま

す。 

 １番目の質問は、不登校生について。 

 最近、不登校生が多いことないですかという声が聞こえてくるようになり、身近でも不

登校生を確認することで、実態はどんなものなのか知りたくなりました。以前は、貧困が

原因で不登校生の児童・生徒もいました。義務教育が十分受けられず、現在徳島県では全

国初の県立の夜間中学であるしらさぎ中学校が今朝の徳島新聞に折り込みのＯＵＲ徳島に

も載っており、現在通学している人が３７名おるという記事も載っておりました。その
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後、社会福祉が充実して補助制度ができたり、現場にカウンセラーが派遣され、心理的な

面からの支援もあり、不登校生も少なくなりましたが、家庭の事情が悪く登校できない子

もいました。しかし、現在は、経済的に恵まれている家庭の子でも不登校になっているケ

ースが見られます。 

 そこで、質問します。 

 市内小・中学校の不登校生の割合はどれぐらいか。 

 不登校になった理由はどんなものか。 

 ２番目として、不登校生のうち阿波っ子スクールに通っているのはどれぐらいか。よろ

しくお願いします。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） 中野議員の一般質問の１問目、不登校生についての１点目、市

内小・中学校の不登校生の割合はどれくらいか、また不登校になった理由はどんなものか

についてと、２点目、不登校生のうち阿波っ子スクールに通っているのはどれくらいかに

ついて、一括して答弁させていただきます。 

 １点目についてですが、令和２年度阿波市内小・中学校の不登校児童・生徒の割合は、

小学校が約１．２％、中学校が４．３％でした。 

 なお、令和２年度の不登校生の全国の割合はまだ報告されておりませんので、令和元年

度の全国割合で報告いたしますと、小学校が０．８％、中学校が３．９％でした。令和２

年度阿波市の児童・生徒が不登校になった理由についてですが、小学校では生活リズムの

乱れ、遊び、非行に起因する児童が３９％と最も多く、次に無気力、また不安に起因する

児童が２２％となっております。中学校では、無気力、不安に起因する生徒が６５％と最

も多く、次に生活リズムの乱れ、また遊び、非行に起因する生徒が１４％となっておりま

す。 

 次に、２点目について答弁いたします。 

 令和２年度阿波っ子スクールに通っている小学生は１人で、中学生は１２人でした。今

年度は、中学生１１人が阿波っ子スクールに通っております。阿波っ子スクールでは、児

童・生徒の学校復帰を目的として、子どもたちの情緒の安定、基本的生活習慣の改善、集

団生活への適応、基礎学力の補充などのための相談、適応指導を行っております。また、

阿波っ子スクールでは、不登校の子どもを抱えている保護者を対象に、平成３０年２月か

ら毎月１回保護者交流会を開催しております。交流会では、保護者同士が悩みを相談し合
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ったり、悩みに対するカウンセラーからの助言があったりと、保護者支援の場となってお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 中野厚志君。 

○８番（中野厚志君） 答弁いただきました。 

 大体小学生は１００人に１人、中学生は１００人に４人の割合で不登校生が存在する。

原因は、生活リズムの乱れ、遊び、非行、無気力、不安。小・中で割合が違いますが、６

割から８割がそれに該当することが分かりました。阿波っ子スクールには、令和２年度、

小学生１人、中学生１２人、今年度は中学生１１人が通っているということで、利用者が

多く、重要な役割を果たしていると感じます。また、保護者を対象にして毎月１回保護者

交流会を開催してカウンセラーから助言をしていただけることは、悩みを抱えている保護

者支援の場を設けていることで、すばらしいと思います。 

 阿波っ子スクールでの地道な取組を踏まえ、ここで再問します。 

 学校担任等は、不登校生に進路指導等どのような手だてをしているのかお答えくださ

い。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） 中野議員の一般質問の１問目、不登校生についての再問、学校

担任等は不登校生に進路指導等どのような手だてをしているかについて答弁させていただ

きます。 

 不登校生徒への進路指導については、担任や進学主任、管理職から成る進路指導委員会

で方針を決め、組織的、計画的に指導に当たっております。担任や学年主任が家庭訪問を

し、当該生徒や保護者と進路についての話合いを重ね、進路決定をしていきます。 

 また、進学のための対策として、生徒が登校できたときには、一斉指導だけでなく、個

別に学習指導や面接練習、作文指導などを行っております。登校ができない生徒に対して

は、家庭訪問を行い、面接練習や作文指導などを行っております。令和２年度は、中学校

３年生の不登校生徒が１１人おり、そのうち高校進学した生徒が１０人、就職や家事手伝

いの生徒が１人でした。登校が難しい児童・生徒の原因は、学校生活に起因するもの、ま

た家庭生活に起因するもの、不安や悩みなど多種多様でございます。 

 したがいまして、教育委員会といたしましても、各学校と連携を図りながら、カウンセ

ラーなどによる相談体制の充実を図り、子どもや保護者の気持ちに寄り添いながら丁寧な
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進路指導を心がけ支援をしてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 中野厚志君。 

○８番（中野厚志君） 学校での教育活動の上に個別に学習指導等を行ったり、家庭訪問

をして面接、作文指導等、令和２年度の中学３年の不登校生徒１１人のうち１０人が高校

進学できたこと、先生方のご努力ぶりに頭が下がります。 

 先日、不登校生によく関わっている方に話を聞く機会がありました。ご自身も障害を持

つ子どもさんを育て苦労し、よく勉強されてます。今、答弁でもありましたように、不登

校の原因は個人によって全く違うと言ってました。最近は、発達障害に気づかず、対応を

間違えて不登校になったケースもあると。また、せっかく頑張って登校しても、今日はあ

の先生は出張してるからいませんとかで、学校で対応してくれる先生がいないというケー

スもあるそうです。阿波っ子スクールに通うのにデマンドが使えない。要望して議員の発

言でやっと実現。子どもに自立心を持たせる今、保護者の不登校に対する子ども理解と前

向きな姿勢が必要と力説していました。引き続き、子どもや保護者の気持ちに寄り添いな

がらという観点を忘れることなく、支援をよろしくお願いします。 

 それでは、２番目の新型コロナウイルス感染症対応について質問します。 

 阿波市の児童利用施設で累計２０人のクラスターが発生したり、８月になってから阿波

市だけでも３０人近くの感染者が確認されました。８月下旬の１日の県内の感染者数は５

０人を超え、２０歳未満が増えている。保護者は学校での教育活動に少なからず不安を覚

えていると思います。 

 そこで、質問します。 

 学校のクラスター対策についてどう考えているのかお答えください。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） 中野議員の一般質問の２問目、新型コロナウイルス感染症対応

についての１点目、８月下旬の１日の県内の感染者数は５０人を超え、２０歳未満が増え

ていると、学校のクラスター対策はどうなっているかについて答弁させていただきます。 

 中野議員ご指摘のとおり、感染者数の急増により、８月１９日、とくしまアラート・特

定警戒が発動されました。これを受けて、県教育委員会は新たに教育活動に係る感染防止

対策についての指針を示し、阿波市内の小・中学校においてもこれを遵守し、教育活動を

行っております。 
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 示された感染対策といたしましては、密の回避やマスクの着用、手指消毒の徹底などの

基本対策はもとより、感染リスクの高い教育活動の例が示され、現在は実施しないように

と通知がありました。また、県教育委員会からは、感染症対策と学びの保障の両立を図る

ため、学校においての複数の感染者が出た場合、感染拡大予防策として分散登校の実施に

ついての指針が示されました。 

 阿波市教育委員会といたしましては、分散登校の実施に備え、校長会や給食センター、

子育て支援課などと協議を重ね、教室での子どもたちの距離が十分保たれるよう、分散登

校の方法についての方針を示したところでございます。 

 学校での感染拡大リスクの低減を図るためのＰＣＲ検査についてですが、感染者が学校

内で生じた場合には、早期発見、早期対応が求められるため、国から小・中学校に対して

抗原簡易キットが無償で配布されることになっております。また、県外の公式試合やコン

クールに参加する部活動については、県が実施している無償のＰＣＲ検査を大会参加前後

に受けることができます。学校では、感染拡大が起きないよう、基本的な感染対策はもと

より、一層教育活動での感染防止対策の徹底を図ってまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 中野厚志君。 

○８番（中野厚志君） 県の教育委員会から、いち早く教育活動における感染拡大防止対

策がなされ、市内の学校も密の回避、マスクの着用、手指消毒を徹底し、感染リスクの高

い活動は実施しない等、感染防止に努めていることが理解できます。もし感染者が発生し

たら、分散登校とＰＣＲ検査を実施していく感染拡大予防策も準備はできていると感じま

した。一人一人の大切な命を守っていく活動としてご尽力をよろしくお願いします。 

 ３番目の質問に参ります。 

 ３番目、児童・生徒の健康面について。 

 ６月議会で徳島県７７．７％で、特定保健指導率全国１位という記事から、大人の生活

習慣病に対する取組状況での質問をしました。阿波市の特定保健指導率は、県内１１位で

８６．６％で、もちろん県平均より高く、生活習慣病の人が多いという認識を得ました。

そして、７月２９日の徳島新聞に「県内の子ども肥満高水準、２０年度、１２歳男子全国

ワースト」という大きな見出し。内容は、徳島県の幼稚園児や小・中高生は肥満傾向の割

合が男女とも全年齢で全国平均を上回ることが、文部科学省が２８日に発表した２０２０

年度学校保健統計調査で分かったということです。それに、全国的に肥満傾向のある生徒
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の割合が増加し、先ほどほかの議員の質問でも出ましたが、裸眼視力１．０未満の小・中

学生の割合が過去最多となったというショッキングなニュースもありました。コロナの影

響も多少あるかもしれませんが、この調査結果を見て、では本市の子どもの実態は体格、

体力面と併せてどうなのか、お答えください。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） 中野議員の一般質問の３問目、児童・生徒の健康面について答

弁させていただきます。 

 １点目の本市の児童・生徒の体格、体力について、国や県平均と比較してどうなのかに

ついて答弁させていただきます。 

 文部科学省の令和２年度学校保健統計調査によりますと、小学校１年生から中学校３年

生までの９学年の調査ですが、まず身長については、１２歳男子が全国平均、県平均を上

回っております。それ以外は、男女ともに全国平均、県平均のいずれかを下回っておりま

す。 

 次に、体重については、８歳男子、８歳女子、１０歳女子が県平均を下回り、それ以外

は男女ともに全国平均、県平均の両方を上回っております。本市の子どもたちは、身長が

全国、徳島県よりも下回っており、体重は全国、徳島県よりも上回っている調査結果とな

っております。 

 体力に関しましては、令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果によります

と、この調査は小学校５年生８種目と中学校２年生の９種目を対象としております。種目

によって上回るもの、下回るもの、様々ではございますが、小学校５年生男子は合計得点

としては全国平均、県平均を上回っております。女子は、全国平均を下回っていますが、

県平均は上回っております。中学校２年生男女とも、合計得点は全国平均、県平均を下回

っています。 

 特に結果が顕著な種目として、握力は中学生の男女とも県平均を上回っていますが、そ

れ以外の種目は下回っております。また、反復横跳び、持久走など、持久力に関する種目

が劣っている傾向がございます。 

 ２点目の県内子どもの肥満高水準、本市は過去の統計と比べ肥満傾向の心配はないのか

についてでありますが、徳島県の児童・生徒は肥満傾向の割合が男女とも全年齢で全国平

均を上回ることが令和２年度学校保健統計調査で分かっております。１２歳男子が全国ワ

ーストとなったのをはじめ、８歳男子、１２歳女子がワースト２位となっております。 
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 県教育委員会によりますと、県内は糖尿病死亡率が全国でも高く、大人の食生活が影響

しているのではないかと分析しております。本市の子どもたちの肥満度は、全国、徳島県

よりも高く、また過去のデータと比較しても年々肥満度が高くなっている状況もありま

す。 

 そこで、取組といたしましては、学校ごとに体力向上計画を作成し、例えば朝の持久走

や縄跳び、集会による運動の奨励、外遊びの啓発、教材を使った体力アップ、また児童・

生徒の健康状態を定期的に保護者にお知らせする健康カードの配付も行っております。ま

た、体づくりは食育とも大いに関係することから、栄養教諭による食習慣の改善、食に関

する指導も行っております。 

 今後においても、児童・生徒が興味を持って楽しく参加できる運動を推奨するととも

に、心身とも健康で安全な生活を送ることができるよう指導してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 中野厚志君。 

○８番（中野厚志君） 体格、体力につきましては、大体そこそこ全国平均並みにはある

と。持久力が少し劣っているというのがちょっと寂しい気がしました。そして、予想はし

ていましたが、本市の子どもたちの肥満度は全国、徳島県よりも高く、また過去のデータ

と比較しても年々肥満度が高くなっているという報告をお聞きすると、やはりちょっとシ

ョックです。何が原因か、文科省は肥満と痩せ過ぎが増えたことには、生活習慣の変化や

運動不足が影響した可能性があると分析しています。県教委は、答弁の中でありましたよ

うに、県内は糖尿病死亡率が全国でも高く、大人の食生活が影響しているんではないかと

分析しています。外遊びを含め、運動の機会を増やし、食生活の改善を進め、コロナ禍で

すけども子どもたちが心身ともに健康な生活が送れるよう、学校、保護者、地域が連携し

た取組をまたよろしくお願いします。 

 それでは、４番目の新ごみ処理施設について質問します。 

 この問題を新聞の見出しから入らせていただきますが、８月１３日の徳島新聞に固形燃

料の販路不透明と大きな見出し。その記事の中に、住民説明会でも固形燃料は本当に売れ

るのかという質問があったと。また、実現性に疑念を抱く住民側の懸念は拭えていないと

分析しています。 

 私自身、初めてこの燃料化方式を知ったときは、固形燃料にする循環型の処理方式はす

ばらしいなと思いました。しかし、持続可能な開発目標から考えると、幾つか問題点もあ
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るように思いました。 

 １つ目は、固形燃料を阿波市内で燃やさないが、市外で燃やすので気候変動の緩和には

役立たない、確かに石炭よりはＣＯ２は少ないんですけども。 

 ２番目として、国が脱炭素化を推進する方針を出し、三豊の販売先でもある製紙会社も

それを近々受け入れようかという話もある。それを考えると、固形燃料の販路先が将来的

に確保されるのかという心配もあります。今後、持続可能な開発目標を達成するため、市

民から知恵やアイデアを聞くことも必要になると思います。 

 そこで、質問させていただきます。 

 １番目、国が脱炭素化を推進する中で、固形燃料の販売先はどうなるのか。 

 ２番目として、ごみ問題は市町民全員の問題、市民参加型の施策を考えてみてはどう

か。 

 以上、お答えください。 

○議長（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） 中野議員の一般質問４問目、新ごみ処理施設について複数ご

質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目の国が脱炭素化を推進する中で、固形燃料の販売先はどうなるのかについてでご

ざいますが、中野議員のご質問につきましては、先ほどの志政クラブ笠井一司議員の代表

質問でも答弁させていただいておりますが、現在中央広域環境施設組合で行っているごみ

燃料化施設、好気性乾燥発酵方式整備に係る事業方式等検討業務におきまして、新ごみ処

理施設で製品化する固形燃料の販路について調査をしております。この調査と企業訪問に

より、新ごみ処理施設で製品化する固形燃料の受入れが可能であると回答をいただいてい

る企業もあると承知しております。 

 また、１０月に開催予定の第３回新ごみ処理施設整備検討会におきまして、受入先の確

保についての調査結果報告がございますので、情報を整理し、相手先企業等との調整を行

い、市民の皆様が安心できるようできるだけ早期に報告をさせていただきたいと考えてお

ります。 

 ２点目のごみ問題は、市町民全員の問題、市民参加型の施策を考えてみてはどうかにつ

いてでございますが、計画中の新ごみ処理施設につきましては、吉野川市が令和７年７月

末をもって中央広域環境施設組合から脱退することが決定しており、令和７年８月稼働開

始からは、本市、板野町、上板町で中央広域環境施設組合の運営を行ってまいります。 
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 中央広域環境施設組合といたしましては、まず新ごみ処理施設の建設候補地である東長

峰地区を含む地元の皆様のご同意をいただくことが最優先であると考えまして、新ごみ処

理施設周辺の東長峰自治会をはじめとする８つの自治会を対象として、４月に第１回地元

説明会、５月に先進地視察、７月に第２回地元説明会、８月に第２回先進地視察を開催し

ております。 

 説明会等において、住民の皆様から質疑のありました内容につきましては、記録として

まとめさせていただき、新ごみ処理施設の周辺自治会の全ての住民の皆様にお渡しをして

おります。 

 ごみ問題は、市町民全員の問題との中野議員のお話のとおり、ごみの分別、ごみステー

ションの管理、不法投棄の防止、清掃ボランティア活動など、多くの事柄において市民の

皆様のご協力をいただくことが必要であります。また、廃棄物処理法第４条では、一般廃

棄物の適正処理に必要な措置、施設の整備については市町村の責務とされていることか

ら、令和７年７月末に稼働期限を迎える現施設に代わる新ごみ処理施設については、本

市、板野町、上板町にて責任を持って取組を進め、施設建設に遅れが生じてごみ収集が行

えないなどの事態により住民生活に重大な影響を及ぼすことのないように事業を推進して

いく必要がございます。 

 ごみ問題について、市民参加型の取組としましては、現在稼働中の中央広域環境センタ

ーにおいては、公害審査委員会に市民の方に委員としてご参加をいただいているほか、市

内外の方からごみ問題についての疑問、質問等をいただいた場合には電話、メール、文書

などで回答させていただくなど、できる限り市民参加の形で情報の公開に努めていると聞

いております。 

 本市におきましても、新ごみ処理施設とはどのようなものかを知っていただくため、プ

ロモーション動画を７月３０日から阿波市のケーブルテレビで放送開始するとともに、８

月３日からは阿波市ホームページでもユーチューブによる配信を行い、広報阿波９月号に

は記事を掲載するなど、市民の皆様に広く情報を発信する取組を行っております。 

 議員がご質問の市民参加型の施策の実施につきましては、現状における新ごみ処理施設

建設スケジュール等からして難しいものとは考えておりますが、新ごみ処理施設建設につ

きまして地元の皆様のご同意がいただけましたなら、本市、板野町、上板町にお住まいの

皆様に対して新ごみ処理施設についての様々な情報を報告させていただきますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 
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 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 中野厚志君。 

○８番（中野厚志君） 調査と企業訪問により、新ごみ処理施設で製品化する固形燃料の

受入れが可能であると回答いただいた企業はあるとの報告に少し安心したところがありま

す。１０月以降に受入先の報告ができるとのこと、期待しております。それから、市民参

加型の取組としては、現在稼働している中央広域環境センターで開催している公害審査委

員会に市民が委員として参加している。また、ごみ問題の疑惑、疑問、質問には電話、メ

ール、文書で回答させていただき、市民への情報の公開に努めているとのこと。新ごみ処

理施設建設の市民参加型の施策の実施については、スケジュール等から難しいと考えてい

るとのこと。 

 昨日、徳島新聞に私たちの明日を語り合う会が関係市町の全住民を対象にした説明会の

開催を求める要望書と４４０人分の署名を市長に提出したという記事が載ってました。私

も、この私たちの明日を語り合う会の会員です。ですから、新ごみ処理施設候補地の地域

だけの問題ではなく、関係市町全住民の問題として捉えています。ごみ問題に限らず、市

民の声を聞き、市民とともに考え行動する姿勢とその体制を早めにつくっていただくこと

を要望して、この質問を終わります。 

 続いて、５番目の農業について質問させていただきます。 

 今、農業を取り巻く情勢は非常に厳しいです。その上に、コロナ禍で米の大幅な需要減

少による米価の下落が起こっています。新米の収穫が始まる中、農協から農家に支払われ

る仮払金や買取り価格が前年比で２割から４割も下落しています。あきさかり３０キログ

ラムが去年の６，０００円から４，７００円、あきたこまち６０キログラムが１万２，０

００円から９，５００円といった具合です。まさに営農の危機です。阿波市でも、販売農

家数が２０１５年の２，４００戸から２０２０年には１，８００戸台にまで減少していま

す。これ以上耕作されない農地を増やさないために、農地の貸し借りを推進したいと思い

ますが、そこで質問させていただきます。 

 １、遊休農地、荒廃農地の現状及び農業委員会や農地中間管理機構を通した農地の現状

はどのようになっているのかお答えください。 

○議長（松村幸治君） 岩野産業経済部長。 

○産業経済部長（岩野竜文君） 中野議員の一般質問５問目、農業について。遊休農地、

荒廃農地の現状及び農業委員会や農地中間管理機構を通した農地の現状はどのようになっ
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ているのかについて答弁させていただきます。 

 初めに、遊休農地、荒廃農地の現状についてでありますが、農業委員会では、農地法第

３０条の規定により、毎年８月から９月にかけまして農地パトロールと言われている農地

の利用状況調査を実施しております。その結果、令和２年度の遊休農地、荒廃農地の面積

につきましては、約８９ヘクタールで、令和元年と比較しますと筆数で１４筆、面積で約

１．２ヘクタール減少しております。これは、近年遊休農地や荒廃農地を利用した太陽光

発電施設の設置などにより、数字的には減少傾向にあるものの、農業従事者の高齢化や担

い手不足などにより耕作されなくなった農地は年々増加しており、本市農業にとって大変

深刻な課題となっております。 

 次に、農業委員会や農地中間管理機構を通した農地の現状はどのようになっているのか

についてでありますが、農地の所有者が認定農業者など、農業の担い手に農地を貸し付け

る利用権設定等促進事業では、最新のデータとして面積が約５５９ヘクタールとなってお

ります。 

 また、徳島県農地中間管理機構が中間的な受皿となって所有者から農地を借り受けて担

い手に貸し付ける農地中間管理事業では、現在約８５ヘクタールとなっており、合計しま

すと約６４４ヘクタールの農地が貸し付けられ、耕作されております。 

 これらの制度は、農業の担い手への農地集積を図るとともに、遊休農地や荒廃農地の拡

大を防止する観点から大変効果的な制度となっておりますので、引き続き制度の周知徹底

を図るとともに、ＪＡや農業法人など関係機関と連携しながら、遊休農地、荒廃農地の解

消に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 中野厚志君。 

○８番（中野厚志君） 答弁いただきました。 

 令和２年度の遊休農地、荒廃農地の面積は約８９ヘクタール、令和元年度に比べると約

１．２ヘクタールの減少。しかし、これは太陽光発電施設設置による減少であって、農業

従事者の高齢化や担い手不足で、これまで耕作されていた農地が耕作されなくなった農地

は年々増加。本市農業にとって深刻な課題というのは分かりました。 

 農地貸し借りの現状も、農業委員会が５５９ヘクタール、農地中間管理機構が８５ヘク

タールと合わせて６４４ヘクタール。私もその中の１ヘクタールに絡んでおります。で

も、大変効果的な制度なので、引き続き遊休農地、荒廃農地の解消に役立てていくと理解
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できました。 

 しかし、この制度は、農地を借りてくれる担い手を育て増やさないと、現状を維持でき

ません。 

 そこで、再問します。 

 遊休農地、荒廃農地を減らすために、農業の担い手の育成が重要と思いますが、どのよ

うに取り組んでいくのか、答弁をよろしくお願いします。 

○議長（松村幸治君） 岩野産業経済部長。 

○産業経済部長（岩野竜文君） 中野議員の一般質問の５問目、農業についての再問、遊

休農地、荒廃農地を減らすためには農業の担い手の育成が重要と思うが、どのように取り

組んでいるのかについて答弁をさせていただきます。 

 ２０２０年の農林業センサスによりますと、本市で農業を主な仕事としている基幹的農

業従事者数は２，５５４人で、５年前と比較しますと６５９人、率にしますと２１％減少

しており、平均年齢も６８歳と、担い手不足や農業従事者の高齢化が深刻化しておりま

す。このような中、議員ご指摘のとおり、遊休農地や荒廃農地をできる限り減らしていく

ためには、農地を有効利用できる農業の担い手の育成が大変重要であると認識しておりま

す。 

 こうしたことから、本市では、農業振興計画に基づき、新規就農者の育成や第１次産業

関連企業の誘致など、担い手の確保に向けて様々な施策を推進してきたところです。具体

的には、国の農業次世代人材投資事業を軸とし、就農直後の不安定な時期を手厚く支援す

るため、本市独自の新規就農安定経営支援事業を実施してまいりました。その結果、平成

２４年度以降では、新たに７３名の方が市内で就農され、今年度においても既に１１名の

方が農業を始められるなど、県内の市町村では最も多い新規就農者数を誇っております。 

 また、第１次産業関連企業の誘致では、自治体間競争を優位にするため、企業立地促進

条例を見直し、優遇措置の要件緩和や拡充などにより、大塚製薬の関連会社であるはーと

ふる川内株式会社の進出を皮切りに、平成２８年度にはイオン徳島あわ農場、昨年度には

株式会社トマトパーク徳島、また今年度には株式会社西渕スレート工業所、さらには現在

土成町に建設中の株式会社イニチウムなど、多くの第１次産業関連企業が本市に進出して

おります。 

 そのほか、本市では、小規模農家や高齢農業者が地域農業の活性化に大きな役割を担っ

ていることから、経営所得安定対策事業や中山間地域等直接支払交付金、また多面的機能
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支払交付金など、国や県の支援策に加え、本市独自の支援策である伝統・挑戦・活力の阿

波市農業振興事業を推進することで多様な担い手の育成に努めてきたところです。 

 今後におきましても、農業立市としての強みを最大限に発揮しながら、明日の阿波市農

業を育て、そして支えていくため、引き続き農業者をはじめＪＡなど関係機関と連携を図

りながら、農業の担い手の育成に向けた効果的な施策を展開してまいりたいと考えており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 中野厚志君。 

○８番（中野厚志君） 本市では、農業振興計画に基づき、担い手確保のため新規就農者

の育成、第１次産業関連企業の誘致等の施策を推進してきたということは分かりました。

国の施策を軸に、本市独自の新規就農安定経営支援事業を実施、それで新たに７３名が本

市で就農、今年度も１１名が農業を始めた。県内市町村では最も多い新規就農者数を誇っ

ているというところは大変すばらしいと思います。 

 そのほか、国や県の支援策、本市独自の支援策を推進し、多様な担い手の育成に努めた

ことは理解できました。引き続き、農業の担い手の育成に努めていただきたいと思いま

す。データだけを見ると非常に悲観的なところもありますが、希望が持てるところもあり

ますので、よろしくお願いします。 

 最後に、私の身近な人からの声を発表して、質問を終わりたいと思います。 

 １つは、第１種農地の件です。山際の鳥獣被害に遭いやすい農地がなぜ第１種農地なの

か、できたら撤廃してほしいという声があります。そしてまた、個人がもう第１種農地に

ついては手放したいんだけど手放せない。その除外を申請してもなかなか受け付けてもら

えない。農協とか老人ホームとか大きな団体はすぐ除外するが、この差は一体何なのか。 

 それから、２番目として、土地改良区の滞納金が増加している。これはどういう実態を

意味するのか。 

 この２つの件については、またもし機会がありましたら、次の１２月議会でしっかりと

勉強させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（松村幸治君） これで８番中野厚志君の一般質問が終了いたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

            午後４時０２分 休憩 



- 100 - 

            午後４時１４分 再開 

○議長（松村幸治君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

 次に、４番後藤修君の一般質問を許可いたします。 

 ４番後藤修君。 

 

○４番（後藤 修君） ただいまから４番後藤修が一般質問をいたします。 

 早速今回の質問に入りたいと思います。 

 大枠で４つの質問をさせていただきます。 

 １問目は新型コロナワクチンについて、２問目は成人式について、３問目は通学路の安

全対策について、４問目は医療救護所についてです。 

 まず、新型コロナワクチンについてです。 

 阿波市でのワクチン接種のスピードは、他の県下の市町村に比べてもかなり早く進んで

いるようです。しかし、ワクチン接種予約、電話予約では、当初予約が殺到して電話がつ

ながりにくい状況が数日続きました。市民の方の中には、１００回電話をしてもつながら

なかった。多い方は３００回電話をしてもつながらなかったなどのクレームを私自身も十

数件受けました。その後、順次改善され、インターネットの代行予約の窓口設置や、年齢

層を細分化することで大きい問題もなかったように伺っています。しかし、２回のワクチ

ン接種で効果を持続するようであれば今回の質問をする意味はないですが、ワクチンその

ものの持続性について時間の経過に伴い効果は低下します。 

 それを表したのがこちらのブースター接種のイメージ図です。（パネルを示す）１回目

の接種ではそれほど予防効果は上がりませんが、２回目の接種後１０日から２週間で効果

が高くなります。しかし、７から８か月で効果は低下し、３回目の接種が必要となるとさ

れています。いわゆるブースター接種です。ブースターは押し上げるという意味で、低下

した予防効果を再度押し上げるものです。これを鑑みて、３回目のワクチン接種が先進国

の中でも検討、実施され、日本でも政府が３回目のワクチンを確保していると大きく報道

されています。３回目の接種が行われる場合、優先順位の高い高齢者の予約方法はどう改

善するのか気になるところです。 

 そこで、今回の質問として、３回目の接種、ブースター接種について、実施する場合の

高齢者の予約方法はどのようにするのか、この１点について答弁願います。 
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○議長（松村幸治君） 寺井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（寺井加代子さん） 後藤議員の一般質問１問目、新型コロナワクチンに

ついて、３回目の接種、ブースター接種について、実施する場合の高齢者の予約方法はど

のようにするのかとのご質問をいただいております。ご答弁させていただきます。 

 初めに、ブースター接種とは、２回のワクチン接種が完了し、新型コロナによる免疫力

がついた人に対して数か月後にもう一度ワクチンを打つことをブースター接種と呼ばれて

います。 

 阿波市では、現在実施している新型コロナウイルスワクチン接種の６５歳以上の方を対

象とした受付予約の際、多くの市民の皆様から電話がつながりにくい、インターネットで

の予約の仕方が分からないといったご意見をいただきました。コールセンターでのオペレ

ーター増員や市職員による市内４か所での臨時受付窓口の実施などにより、一定の改善は

図られたものと考えております。 

 議員ご質問の３回目接種であるブースター接種につきましては、現段階では具体的なス

ケジュールや使用するワクチンの供給等について国より示されてはおりませんが、今後ス

ケジュール等が示され次第、阿波市医師会と接種体制を構築するとともに、これまでのワ

クチン接種の経験を生かし、コールセンターでのオペレーターの増員や市職員による臨時

受付窓口の実施をさらに強化し、市民の皆様が安心して受付予約から接種までできるよう

取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 後藤修君。 

○４番（後藤 修君） 寺井健康福祉部長から答弁いただきました。 

 オペレーターの増員や臨時窓口の実施の強化などの取組をしていただけるということ

で、安心しました。 

 ３回目の接種はまだ先の話と思っていても、忙しいときの時間はあっという間です。新

型コロナウイルスとの闘いは振り返れば長期戦となっていますが、医療従事者や皆さんの

おかげで阿波市の市民へのダメージは最小限に抑えられています。抜けないトンネルはな

いと思えるのも、皆さんの頑張りがあるからではないでしょうか。引き続き、新型コロナ

ウイルス感染予防に全力で尽力願います。これでこの項の質問は終わります。 

 次の質問に移ります。 

 成人式についてです。 
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 前回の一般質問の放送を見た新成人や新成人の関係者の皆さんから温かい激励の言葉を

いただきました。その皆さんのほとんどの方が口をそろえて言われるのが、必要な対策を

講じて実施すればいいのではないかという意見でした。繰り返しにはなりますが、前回に

引き続きこの質問をさせていただきます。 

 まず、近隣市町村の成人式開催予定の一覧を見ていただきたいと思います。（パネルを

示す） 

 上板町、令和３年上板町成人式――延期分になります――令和４年１月２日午前に実

施。令和４年上板町成人式、令和４年１月２日午後に実施。板野町成人式は、令和４年１

月９日に実施。上板町と同様に、１歳下と同日で延期になった成人式を行います。令和３

年成人式は９時半から、１歳下の令和４年成人式は午前１１時からとなっています。感染

対策のため、来賓の数を制限し、保護者の出席は認めない。令和３年の新成人対象者は１

４０人ということです。今後の感染状況によって、写真撮影会だけ行うなどの対応を検討

する、再度の延期はしないとなっています。 

 続いて、吉野川市です。新型コロナウイルスの影響で延期している令和３年の成人式を

令和４年１月３日に鴨島町の市アリーナで午前に開く。午後には、同会場で令和４年の新

成人の式も開催する。令和３年の対象者は３７５人、令和４年は３７３人。県外から参加

予定の新成人には、ＰＣＲ検査キットを送付し検査を受けてもらう。検査費用は６６０万

円です。 

 続いて、美馬市は、８月１４日に開催を延期していた令和３年の成人式を令和４年１月

２日に再延期する。県内に注意を促すとくしまアラートが７月１１日に発動され、東京都

での緊急事態の期間に合わせて、８月１５日まで設定されていた第５波、長期警戒期間が

２２日に延長されたため、対象者２８３人に案内文を送付するほか、市教育委員会のホー

ムページやケーブルテレビで周知する。また、令和４年成人式について、令和４年美馬市

成人式企画運営委員募集のお知らせを市広報に掲載しております。新成人の皆さんのご意

見を生かし、当日の式典運営も担っていただく美馬市成人式企画運営委員を募集しており

ます。このような内容のものがありました。 

 １回延期のところも、１月開催として再度延期はしないようです。近隣の市町の動向

は、このようになっています。この内容を踏まえて、今回の質問に入りたいと思います。 

 質問の１点目、中止になった令和３年成人式を来年１月に開催できないか。 

 質問の２点目、成人式の代替イベントの内容とスケジュールはどのようになっているの
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か。 

 質問の３点目、令和４年の成人式のスケジュールはどのようになっているのか。 

 以上、３点について答弁願います。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） 後藤議員の一般質問の２問目、成人式について３点質問をいた

だいておりますので、順次答弁させていただきます。 

 まず、１点目の中止になった令和３年成人式を来年１月に開催できないかについて答弁

させていただきます。 

 本年１月２日に開催を予定しておりました令和３年成人式につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため、本年の夏に延期し開催に向けて準備を進めておりまし

た。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束の兆しが見えない中、県内外から多

くの新成人が参加する成人式を開催することや、成人式終了後の多人数での会食等の機会

が新たに市内において感染を広げるおそれ、また感染クラスター発生にもつながりかねま

せんので、中止にさせていただいたところでございます。 

 仮に来年１月開催予定で、感染症拡大のため式典が中止になった場合、再度ご迷惑をお

かけしてしまうことも考慮し、来年１月の開催はできないと前回の議会でも報告させてい

ただいたところであります。 

 なお、成人者には市長からのメッセージ、恩師からいただいたメッセージ、また記念品

を対象者全員に送付させていただいております。 

 次に、２点目、成人式の代替イベントの内容とスケジュールはどのようになっているか

について答弁させていただきます。 

 これも前回の議会でも報告させていただきましたとおり、新型コロナウイルス感染症が

落ち着き、安全性が確認できるのであれば、写真撮影の機会を設けるなどの代替イベント

を実施したいと考えております。写真撮影場所のスペースを市役所またはアエルワ周辺で

設け、密にならないよう感染対策を講じながら準備したいと考えております。 

 全国的に新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が２１都道府県に、まん延防止等重

点措置が１２県に、また本県におきましてもステージ４に当たるとくしまアラート・特定

警戒が出されている状況下にあり、日程については決定しておりませんが、安全性が確認

できる時期に開催したいと考えております。 

 最後に、３点目、令和４年の成人式のスケジュールはどのようになっているかについて
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答弁させていただきます。 

 令和４年度成人式につきましては、コロナの影響がなければ令和４年１月２日に開催す

る予定としておりますが、現在のところ新型コロナウイルス感染症の流行主体が感染力の

非常に強いデルタ株となっていることから、今後の感染状況を見極める必要があります。

今後、感染症の状況を考慮し、開催が可能と判断できる場合においては、感染対策を十分

に講じ、開催に向けた検討を進めていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 後藤修君。 

○４番（後藤 修君） 髙田教育長より答弁いただきました。 

 １点目の答弁では、前回同様、感染者の収束の兆しが見えない中の成人式は、新たに市

内において感染を広げるおそれ、また感染症クラスター発生にもつながりかねないので、

中止させていただきますとの答弁でした。しかしながら、先日の政府の新型コロナウイル

ス感染症対策分科会では、希望者への新型コロナワクチン接種がほぼ完了する今年１１月

頃をめどに、できる限り制約のない日常生活に戻すため、ワクチン検査パッケージを活用

した総合的な取組を導入すべきであると提言がありました。 

 阿波市においても、ワクチン接種歴やＰＣＲ等の検査結果を基に、個人が他に二次感染

させるリスクが低いことを示す仕組みを考える時期に来ているのではないでしょうか。 

 美馬市では、先ほども説明させていただきましたが、ＰＣＲ検査を実施して開催いたし

ます。他の自治体も同様の対策を取って開催すると思われます。また、徳島県でも、今年

のお盆は、帰省される方について無料のＰＣＲ検査の実施もしております。 

 さきの質問で見ていただいたブースター接種のイメージ図から見ても分かるように、ワ

クチン接種の希望者全てに接種が終わる１１月末から１か月後の成人式の開催であれば、

予防効果はかなり高い位置にあり、感染や重症化のリスクはかなり低くなるのではないで

しょうか。当然ワクチン接種履歴を新成人に求めることは必要になってくると思います。

このような対策を講じて開催を検討する余地はあるのではないでしょうか。再検討をお願

いいたします。 

 ２点目の答弁では、代替イベントは、写真撮影場所のスペースを市役所またアエルワ周

辺で設けて、密にならないよう感染対策を講じて準備し、安全確認として緊急事態宣言や

まん延防止等重点措置やとくしまアラートなどの明確な判断基準も示していただきまし

た。代替イベント開催だけでも死守していただけるようにお願いいたします。 
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 ３点目の答弁では、令和４年の成人式は、今後の感染状況を見極めて検討するとのこと

でした。近隣市町の動向も注視し、先ほどのワクチン検査パッケージなども含めて実施で

きるよう検討していただければと思います。 

 以上でこの質問の項を終わります。 

 続いて、通学路の安全対策について質問いたします。 

 ６月２８日、千葉県八街市八街市立朝陽小の児童５人が重傷した事故が発生しました。

八街市によると、今回の現場は、２００９年以降に２度ＰＴＡからガードレール設置の要

望を受けていた。市の担当者は、歩道やガードレールの整備には道路拡幅のための用地買

収が必要で、時間がかかる。登下校時間の通行規制を警察に要請したいとしています。 

 阿波市においては、毎年通学路危険箇所合同点検がなされていますが、それがどのよう

に通学路の交通安全対策に利用されているかが気になるところです。 

 そこで、今回の質問として、対策一覧表及び対策箇所図はどの程度共有されているの

か、また一般市民への開示はしているのかについて答弁願います。 

○議長（松村幸治君） 石川教育部長。 

○教育部長（石川 久君） 後藤議員の３問目、通学路の交通安全対策についての対策一

覧表及び対策箇所図はどの程度共有されているのか、また一般市民への開示はしているの

かについて答弁をさせていただきます。 

 本市におきましても、児童・生徒の通学路の交通安全の確保は重要課題の一つと認識し

ております。阿波市では、平成２４年度より小・中学校の通学路において、毎年通学路危

険箇所合同点検を実施しておりまして、今年度も各学校において５月から６月にかけて行

っている危険箇所調査に加え、議員も申されましたように、千葉県で発生した通学路の事

故を受けて７月に危険箇所の再点検を実施したところ、４９か所の点検要望がありまし

た。 

 また、通学路合同点検は、毎年１回、８月に学校、ＰＴＡ、警察、道路管理者で実施し

ております。参加者から専門的、技術的な助言を基に、ハード、ソフト両面から対策を総

合的に検討し、より効果的なものとし、通学路の安全性の向上、確保を目指しておりま

す。 

 これらを基に改善ができているかを確認し、未実施箇所については早期に改善できるよ

う関係機関に要望し、協議を重ね、各学校においては登下校時の安全指導の徹底と安全教

育の充実を図るなど、事故防止に努めております。 
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 点検結果や対策内容につきましては、関係機関で認識を共有するため、学校ごとの対策

一覧表及び対策箇所図を作成しておりまして、阿波市ホームページにも掲載しております

ので、市民や保護者の皆さんにぜひご覧いただきまして、危険箇所の確認等、交通安全に

役立てていただければと考えております。 

 今後とも、学校、地域、警察、関係機関等と連携、協働して、通学路の安全点検や危険

箇所の内容改善を実施し、子どもたちの安全確保に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（松村幸治君） 後藤修君。 

○４番（後藤 修君） 石川教育部長より答弁いただきました。 

 毎年の通学路の合同点検に加えて、今年は７月に危険箇所を再点検されていることが分

かりました。また、様々な対策もなされていることも分かりました。ありがたいです。 

 しかし、阿波市のホームページを見て気になる点が１点ありました。（パネルを示す） 

 こちらは、通学路危険箇所件数一覧表です。毎年４０件以上の危険箇所が上がってきて

います。その中で、物理的に対策できない箇所について、先ほどの千葉県の事故のよう

に、ガードレールがすぐには設置できない場所などは、阿波市では学校が児童に注意喚起

をするとなっている点がありました。令和２年では９件です。千葉の交通事故では、児童

は外側線をはみ出すことなく１列で並んでいるところに車が突っ込んできています。幾ら

児童が注意しても、交通事故は起きるのです。できる限り交通事故のリスクを減らすとす

れば、危険箇所をもっと多くの人に知ってもらうことも大事ではないでしょうか。例えば

せっかくの対策一覧表及び対策箇所図を阿波市ホームページだけに載せるのではなく、学

校のホームページにリンクしたり、学校新聞や市広報に２次元バーコードとして掲載し、

スマホやパソコンで見れるようにすることで、児童・生徒の保護者や広く一般の市民の皆

様にも見ていただき、注意喚起や見守りにつなげることもできるのではないでしょうか。

ご検討いただければと思います。この項の質問はこれで終わりたいと思います。 

 最後の質問に移ります。 

 次の質問は、医療救護所についてです。 

 阿波市の医療救護所は４町に１か所ずつ設けられていますが、今回は一番古い市場町の

市場総合福祉センターについてお聞きします。通告では市場公民館も含めていましたが、

煩雑になるのでこの部分は省き、市場総合福祉センターの維持管理の状況について伺いま
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す。 

 質問として、市場総合福祉センターは医療救護所となっているが、施設自体はかなり老

朽化していることについて答弁願います。 

○議長（松村幸治君） 寺井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（寺井加代子さん） 後藤議員の一般質問４問目、医療救護所について、

市場総合福祉センターは医療救護所となっているが、施設自体はかなり老朽化しているこ

とについて答弁させていただきます。 

 市場総合福祉センターの中核をなす市場老人福祉センターは、老人福祉法の規定に基づ

き、老人に対し各種相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及び老人福祉の発展

に寄与するために、昭和６０年に建築された施設で、築３６年が経過しており、施設の老

朽化、劣化に伴う修繕が必要な箇所が年々多くなってきております。 

 本市では、施設ごとに総合管理計画見直しに伴う個別施設計画を立てており、この計画

で市場老人福祉センターは、老朽化、劣化に伴う修繕等の対応を行いつつ、適切かつ計画

的な維持管理を行うことを方針としております。 

 市場老人福祉センターは、災害発生時に応急手当てを中心とした医療救護活動を行う医

療救護所として利用されており、医療救護所としての運用に支障が出ないよう、今後も引

き続き状況把握に努め、総合管理計画見直しに伴う個別施設計画に反映させながら今後適

正な維持管理に努めてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 後藤修君。 

○４番（後藤 修君） 寺井健康福祉部長より答弁いただきました。 

 施設の老朽化、劣化に伴う修繕箇所が増えていることは承知されていると理解しまし

た。 

 管理自体は社協がしているので、小規模の修繕は社協がやるべきと思いますが、なかな

か予算がないようです。また、修繕箇所があっても、社協が現状利用するには大きな問題

にならないような状態なので、放置されているようです。しかし、一旦災害があれば、市

が管理する医療救護所となります。医療ができる環境として、照度、照明が、温度、湿

度、エアコンが十分機能するかは大きな問題になります。避難所と比べても、医療救護所

のほうが環境について悪いようでは、安全・安心な施設とは言えないと思います。同じ敷

地内には市場公民館、勤労青少年ホームなどもありますが、阿波市でも最も古い建物にな
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ります。そのため、その２施設は避難所にもなっていません。医療救護所と避難所はでき

ればセットになっていることが重要ではないでしょうか。自助、共助を考えれば、避難所

に避難された方の力を借りて医療救護所の運営をすることも考えられます。これらの建物

の統廃合や今後の維持管理費の削減なども視野に入れていただき、検討していただければ

と思います。 

 以上で私の今回の質問を全て終わります。 

○議長（松村幸治君） これで４番後藤修君の一般質問が終了いたしました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、明日９日午前１０時から一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午後４時４６分 散会 

 

 


